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1 議案説明事項

( 1 ）議案第 29号 三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を

改正する条例案について

1 改正理由

地方自治法第 252条の 17の2第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の

一部を市町が処理することについて「三重県の事務処理の特例に関する条例Jを改正

するものです。

2 改正内容

( 1 ）都市計画法に基づく開発行為の許可等の事務を処理することとする市町に、

松阪市を加えます。

※現在、津市桑名市、鈴鹿市に権限移譲済

(2）三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく設計の確認等の事務を処

理することとする市町に、松阪市を加えます。

※現在、津市、桑名市、鈴鹿市に権限移譲済

(3）三重県屋外広告物条例に基づく広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止す

る地域等の指定等の事務を処理することとする市町に、桑名市を加えます。

※現在、松阪ム市に権限移譲済

(4）三重県屋外広告物条例に基づく広告物の表示又は掲出物件の設置の許可等

の事務を処理することとする市町に、桑名市を加えます。

※現在、津市、松阪市、鈴鹿市、大台町、大紀町に権限移譲済

3 条例の施行期日

令和2年4月1日
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(2）＂議案第 36号 三重県建築基準条例の一部を改正する条例案に
ついて

改正理由

建築基準法、同法施行令及び、施行規則の一部改正により、「耐火構造建築物」及

び「特定避難時間倒壊等防止建築物Jという用語が削除され、また、新規に f耐火

建築物等j という用語が定義されました。

これにより、三重県建築基準条例の規定を整理するものです。

施行規則から削除された用語
耐火構造建築物

（施行規則第2号様式第4面5)

施行令から削除された用語
特定避難時間倒壊等防止建築物

（施行令第 109条の2の2)

法で新たに定義された用語
耐火建築物等

（法第53条第3項第一号イ）

改正内容

施行規則から削除された「耐火構造建築物j及び施行令から削除された「特定

避難時間倒壊等防止建築物Jを引用している条文について、条例の意味が変わら

ないように規定を整理します。

また一法で新たに定義された「耐火建築物等jは、既に条例第 19条で定義して

，いた「耐火建築物等Jとは異なる，内容のため、条例中の「耐火建築物等Jを削除の

上、現行の条例と意味が変わらないように規定を整理します。

軍用語の削除に伴う規定の整理

改．正前

（条例第11条）

耐火構造建築物

（条例第，19条、 24条）

卜耐火構造建築物！
‘ ’ ～？？ ~~ ，，行つ，，ーー

ト特定避難時間倒壊等防止建築物

改 正 後

法第~JL条第1項の規定に適合する特殊建
築物
ぐその主要構造部が法第2条第9号の2
イに該当するものに限る。）；

法第dz条第1項の規定！こ適合する特殊建
築物
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省用語の新たな定義に伴う規定の整理

改 正 前

（条例第 l9条、 23条、 24条）

｜耐火建築物等｜ 日日...綱↓‘’l

改正－後

．耐火建築物一一．奮． 〕J.. 1 ....準耐火建築物

－耐火構造建築物 ~~ .. ・ ・ -・ ・ ・ .. _.. I i I L法第Q条第1項の規定に適合する特殊建
・準耐火建築物 J IV i築物関
現特定避難時間倒壊等防止建築物

※：条例第 23条では記載しません。

｜ ｜は、文言の削除、 は、文言の改正を表示しています。

3 条例の施行期日

公布の日

r、
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(3）議案第 37号工事請負契約について

議案番号第37号 工事，請 負契約について

工事名｜ 一般国道167号（磯部BP）道路改良（恵利原主知トンネル（仮称））＼工事

施工場所｜ 志摩市磯部町恵利原地内～五知地内

契約金額J 6, 851, 196, 000円（消費税等合む〉

津市栄町1T目864番
請負者

前田・．稲葉・磯部特定建設工事共同企業体

住所氏名
代表者前田建設工業株式会社三重営業所

所長水、野裕史

契約手期｜ 議決日から1245日間

工事内容

施工延長

幅員

L=2, 000. Q m 

W=6. 5-(7. 5) rn 

トンネル工 Lニ1823. 0 m 

共同企業体構成員

度会郡南伊勢町村山 1111番地 1

稲葉建設株式会社

代表取締役松岡久雄’
掘削工（NATM （発破掘削 z 機械掘削）工法）

V=l38 900 m3 
志摩市磯部町迫間 72番地

磯部建設工業株式会社
覆工コンクリートエ V=151. 760 m3 

道路工 L二177.O m 
代表取締役平石隆之

契約方法｜ 一般競争入札（総合評価方式）

年月日 I.令和元年6月25日 評価値 0. 20944 （最高値 0.20:944 最低値0.19663) 

入
最低 6, 851, 196, 000 円（消費税等含む）

キし 業者数 16 価 格
6, 228, 360, 000 円（消費税等抜き）

状
最高 7,334, 83'3, 000 円（消費税等含む）

況
6, 668, 030, 000 円（消費税等抜き）

数
予 メー」ヒ 7, 334, 840, 700 円（消費税等含む）

回
イ面 格 l 広6681037, 000 円（消費税等抜き）
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入札結果調書 （総合評価除算方式）

入札年月日 令和元年6月2fi日

工事番号 2'01917420043100375 

工事名 平成31年度国補道改‘地連国第2「分0001号
一般国道16 7号（磯部BP）道路改良（恵利原五知トンネル‘（仮称）〉工事

施工場所 志摩市磯部町恵利原地内～五知地内

入札者
第 1囲

備考
入札額 標準点＋加算点 評価値

1＇直体吉田・稲葉＝磯部特定建設工事共同企業 6, 228, 3'60, 000 13'0. 4p 0. 20944 落札決定
4・．

2五洋・りんかい日産竃亀川特定建設工亭
共同企業体

6 228 3'60 000 13'0. 45 0. 20:944 

3戸田・アイトム a 丸文特定建設工事共同
’巴．

6 2'28 3'60 ooo 12'9、86 。通 21D'849
企業体 ． 

4清水，宮本・作田特定建設工事共同企業
体

8, 228, 3'8・0, 000 129. 8:8 0. 20849 ，， 

5奥村・大豊 z 藤田土木特定建設工事共同
企業体

8, 22'8, 38札000 12'9. 86 0. 20849 

6鹿島・出馬重機・丸宗土建特定建設工事
共同企業体

6, 228, 3:60, 0:0:0 12R 86 0. 20849 

7飛島・日本国土＝上村特定建設エ事共同
、

6 2'28 3:60. 0.0:0 129.. 86 0. 20849 
企業体

8 
コピ林・大本‘朝日丸特定建設工事共同企

6, 2'28, 3601 000 129、8'6 0. 201849 
業体

’9熊谷・西邦 a 中央土木特定建設工事共同
企業体

6, 228, 3'60, 000 12立63 0. 20812 

10 
安藤・間”山野・山本特定建設工事共同 6, 228,. 3:60, 000 . 129. 28 0. 20756 
企業体

11 
銭高‘谷－口 z 諮問特定建設工事共同企業
体

6. 228 ~'60 000 129. 2:8 0. 20756 

12 
＝井住友 M 丸亀・大西特定建設工事共同

6, 228, 3:60, 000 129. 05 0. 20719 
企業体

13 鴻池田石吉”谷口特定建設工事共同企業体 6 228 360 000 127. 63 0. 20475 

14 
不動テトラ a 徳倉庫山下特定建設工事共 8, 228, 360，。。。 127. 53 ’0. 20475 
向企業体

16 
佐藤・南建・大達特；定建設工事共同企業

6 2~8 360 000 126. 71 0. 20344 
体

16 大成＝森 a 宮崎特定建設工事共同企業体 6. 66'8 030 000 13.0. 45 0. 19563 

上記入札額工事はかは消費税および地方消費税（免税業者にあっては相当額）．を除いた金額です。
また、本 価格と価格以外の要素を総合的！こ評価して落札者を決定する総合評価方式にて行った

ため、評を価値の最も大きい入札者を落札者としています。また、評価値とは標準点100点に提案による
加算点 加えた技術評価点を入札額（千万円単位〉で除した値（小数点第六位以下切り捨て）です。

、ー
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2 所管事項

( 1）「『令t和元年版成果レポート』に基づく今後の『県政！運営』等！こ係る意見jへの国答について

rw令和元年版成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見」への回答

【防災県土整備企業常任委員会】

施策番号 施策名 主担当部局名 委員会意見 担当部局の答弁
113 治山富治71<.海 県土整備部 市河町川管i堆理積区土砂の撤去を重点的に実施されたい市。町また、

市有今町を後管行理いも引、区間連き続携の堆きし河積て川取土l砂犠組積撤を土進去砂をめ含ての撤いめ去たきに取り組みます。岸保全の推進 聞の堆積土砂撤去についても県と との十 河ま川す全。体の情報共
分な調整を行われたい。

也〉



「r、
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(2）「みえ県民カビジヨジ・第三次行動計画J（仮称）中間案について

みえ県民力ピジョン圏第五次行動計画（仮称〉

《中間案》

県土整備部主担当分抜粋

（施策）

施策 11 3 災害に強い県土づくり

施策35 1 道路網・港湾整備の推進

施策-35 3 安全で快適な住まいまちづくり

（行政運営の取組）

行政運営 7 公共事業推進の支援

1 1 



（施策113 災害に強い県土づくり ］ 

叩ft；＇＂日ぞい三日：，r＋：へミヤペト？？干＜ -E ; 1再三 F .• ・ <J><jJ 引市川会··ip\;:pj</i；；•：小沢っ？？？店主；c;<: ｝ ；川日々三千二－（＇＇＇；＜.！シペペペ•.）·－··：.－にベヤ－＜ぺι1守竺引 γr － ｜ 

県障の皆さんとめざす饗；lcJ~令翌日5焦度未定の到達目標~）／＞＞······〓•·· i ; ；千三叫 に ：； ｜ 

自然災害からの被害を軽減させる「減災」の観点から、地域の実情をふまえた施設整備や適切

な維持管理が行われ、自然災害への対策が講じられている人家数が増加し芯います。また、県民

の皆さんの主体的な警戒避難に資する取組が進むととちに、災害発生時に対応できる緊急輸送

道路等の機能確保を図ることで、災害に対して安全・安心な県土づ、くりが進んでいます。

I，~＼：献と課題t'.//••ci ；.：·.；民広三民主；r：~；i, //;; ii三：fi<<0;•;,;j；；；~：；1:1~：：）；；：j/: ;,<:: < / >,; ＞＜二

圃平成 30年7月豪雨など頻発・激甚化する水害？土砂災害や大規模地震から、県民の皆さん

の生命と財産を守るためt 国の「防災・減災、国土強靭化のための 3か年緊急対策」に的確

に対応し、河川・海岸・治山・土砂災害防止施設の整備や橋梁の耐震対策等を進めています。

これらの防災・減災対策の必要性は依然として高く、さらなる推進が求められています。

圃「施設では防ぎきれない洪水は必ず発生するもの」へ意識を変革し、社会全体で洪水に備え

る「水防災意識社会」を構築する取組として、洪水浸水想定区域図の作成や高潮浸水想定区

域図の作成、土砂災害警戒区域等の指定などのソフト対策を進めています。これらの対策は、

県民の皆ざんがリスクを把握し主体的な避難行動をとるための情報として、継続して取り組

むことが求められています。

回河川堆積土砂および河川内の樹木繁茂により浸水被害が助長されるおそれがあることから、

河川の流下能力を回復するため、堆積土砂撤去および樹木伐採を進めています。また、老朽

化が進んでいる河川・海岸・治山・土砂災害防止施設の機能を確保するため、修繕・更新を

実施しています。引き続き、適切な維持。管理と施設の老朽化対策が求められています。

匝南海トラフ地震の発生が懸念されでいる中、大規模地震発生後の津波・高潮等による浸水被

害を軽減するため、海抜ゼロメートル地帯などにおける河川・海岸堤防や河口部の大型水門、

ダム等の耐震対策を進めています。引き続き、河川管理施設や海岸保全施設等の機能の確保

と強化が求められています。

圃災害発生時に災害対応を迅速かっ効率的に実施するため、緊急輸送道路等の橋梁耐震化やの

リ面の防災対策を重点的に進めてきました。引き続き、災害対応力の充実・強化に取り組む

ことが求められています。

県民の皆さんの安全で安心な暮らしを確保するため、頻発・激甚化する水害・土砂災害や、
発生が懸念されている南海トラフ地震に対する備えとして、施設整備を推進するとともに老朽
化した施設の適切な維持管理や警戒避難体制整備を支援する取組等、ハード・ソフト両面での
取組を進め、「三重県国土強靭化地域計画」に基づき地域の強じん化を図ります。

また、施設の維持管理について、県民の皆さんの参画や協力を得ながち進めていきます。
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政策 I -1 防災・減災、国土強靭化

主担当部局：県土整備部

｜副編糊 ：；芯己主主； 日~flf;{f ~；fi', ~~；；，~c/c~ ！；ifE~~i?i~f,i~＇i；~；J;&p!Efffi！＼~＇：三三三三｜

圃基本事業1 洪水対策の推進

’洪水、高潮等による災害から、県民の皆さんの生命・財産を守るため、河川堤防の整備、河川管

理施設等の耐震化や計画的な老朽化対策、堆積土砂の撤去および樹木伐採等と併せて、想定し得る

最大規模の降雨を対象とした河川の洪水浸水想定区域図の作成等に取り組みます。

国基本事業2 土砂災害対策の推進

土石流、がけ崩れ、地すべリ等の土砂災害から、県民の皆さんの生命・財産を守るため、土砂災

害防止施設の整備や適切な維持管理等と併せて土砂災害警戒区域の指定等に取り組みますロ特に自

力での避難が困難な要配慮者が利用する施設や避難所の保全を重点的に取り組みます白

圃基本事業3 高潮・地震・津波対策の推進

高潮、地震、津波による災害から、県民の皆さんの生命・財産を守るため、高潮災害防止のため

の海岸堤防の整備や、地震・津波対策としての堤防耐震化、粘り強い構造とする施設整備、計画的

な老朽化対策等に取り組みます。また、ソフト対策として高潮浸水想定区域図の作成に取り組みま
す。

園基本事業4 山地災害対策の推進
山崩れや土石流等の山地災害から県民の皆さんの生命・財産を守るため、治山施設の整備や計画

的な老朽化対策等に取り組みます。

置基本事業5 緊急輸送道路等の機能確保

災害発生時に対応できる輪送機能を確保するため、緊急輸送道路等の橋梁の計画的な耐震対策や

のり面の防災対策に取り組みます。

「？〈乍1 ＇三三一主指標・・・・・＝－ ・・・・・・・・・・・? ・・,,・・・ .. 7;・・・・・・ c<('·······i·/FC•'•·········.·1 

｜：令~a＞~鞍；＇I ''r，；，•苧く子？三7三E盟盟国 i之 3：：：主 1：：目標項目の説明 ｜ 
i：；のの？目標値三－、l ｜ 

自然災害への対策が講じら｜｜ ｜｜ ！｜河川、砂防、海岸、治山事業により自
れている人家数（累計） II II 。 ｜｜然災害から守られる人家数

I.'/ . / .... .. , そ副指標 • ;• f げ川，， <I 

｜令和5綾｜ ••••• > < -・ ••. 
I 乃 ょ目標現自の説明＝ ｜ .. ？の自標値仁：l ｜ 

洪水浸水想定区域図作成河－11 II ｜｜洪水による浸水想定区域図を作成し
川数（累計） 11 II ｜｜た河川数

要配慮者利用施設、避難所の｜｜ ｜｜ ｜｜砂防事業および急傾斜地崩壊対策事
保全施設数（累計） ｜｜ ｜｜ ｜｜顎謡譲慮者利用施設、避難所

緊急輸送道路上の橋梁の耐｜｜ ｜｜ ｜｜緊急輸送道路上の橋梁のうち、耐震
震補強進捗率 ｜｜ ｜｜ ｜｜対策を完了した橋梁の割合
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「時351 道路網・港湾整備の推進 ］ 

品民の皆さんとめざす姿i剣日5年度末支の到達周標）〓ぷ・x;i三
1~f'fi3!flif?~ ＇ t! FJ2''7i···山市川人：•.：•：：＞•＜ </3'0_. 3・g2・c :•c.:;1•0r; •;•j lJ• '••%&D •>•92.••.川····· :0•cp•cxs•'s ;};;t···••··山一円片

東海環状自動車道や近畿自動車道紀勢線など高規格幹線道路の整備が進み、幹線道路やこれ

らにアクセスする道路等の整備、道路・港湾施設等の適切な維持管理に取り組むことで、県民の

皆さんの安全・安心が高まるととちに、地域間の交流・連携が広がり、地域の経済活動が活性化

しています。

｜ぷi明雪ろιE毒滋；：子ぞ：；：；

聞新名神高速道路の県内区間全線開通をはじめ、多くの幹線道路等の整備が進み、地域間の交

流・連携が促進されるとともに、地域の安全・安心が高まるなどの整備効果があらわれてき

ていますが、都市部における慢性的な渋滞の発生、近い将来に発生が懸念される南海トラフ

地震等の大規模自然災害への備えなど多くの課題があります。己のため、引き続き道路整備
や新たな道路ネットワークの検討を進める必要があります。道路整備については、地域のニ

ーズにきめ細かに応えるため、バイパス整備等の抜本的な整備に加え、待避所の設置など柔

軟な対応を織り交ぜた整備を推進していく必要があります。また、令和3 (2021）年の三重

とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向け、県内外からの来場者の安全、利便性の向上

を図るため、道路整備が急務となっています。さらに、県内への誘客促進や地域活性化のた

め、東海環状自動車道および令和元（20I q）年に全線事業化が実現した近畿自動車道紀勢線

の早期整備に向けた取組を進める必要があります。

圃交通事故対策や交通弱者への対策を進める中で、通学児童や未就学児の安全確保が全国的な

課題となっており、道路利用者の安全確保に向けた道路施設の機能向上を図るi必要がありま
す。また、道路利用者が安全・安』む・快適に利用できるよう、老朽化の進行により維持管理

コストの増大が予想されている橋梁等道路施設の効果的・効率的な修繕や剥離が進んだ区画

線の引き直しを実施する必要がありますLさらに、道路施設の老朽化対策等を可視化する「維

持管理の見えるイんを進める必要があります。

田県管理港湾については、老朽化した施設について、利用者の安全性や港湾の機能を確保する

ため、施設の維持管理を行ってきましたロしかし、建設後 50年を経過する施設が今後、急速

に増加することから、老朽化対策が喫緊の課題となっています。このため、引き続き、施設

の適切な維持管理と老朽化対策が必要です。また、港湾は大規模地震発生時に防災上の拠点

となることから、緊急物資輸送ルートの機能を確保する取組を進める必要があります。

道路施設の機能向上にあたり、通学路の安全対策について、「通学路交通安全プログラムjに
基づき、 PT Aなど地域の皆さんと連携しながら進めていくととちに、滋賀県大津市における
園児の死亡事故を受け、未就学児の安全対策として圏外活動の経路にある危険箇所の現地点検
とその対策を講じていきます。
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政策 面－ 5 安心と活力を生み出す基盤

主担当部局：県土整備部

Ii取散防白山，~，l'c '; ,>'fr＞；：；；；三百三日；：f0/,f ,,IJf,1~；＇f広三日立ぷ：；：：：；己主出店三三｜

圃基本事業1 高規格車宇込町蓋路および直轄国道の整備促進令

産業活動や観うも交流に伴い増加する交通需要への対応や交通渋滞の解消、地域のさらなる安全，

安Jむの向上、活性化をめざし、高規格幹線道路および直轄国道の整備促進を図るとともに、国・県・

市町等が連携し、未事業化区間の早期事業化に向けた取組や、新たな道路ネットワークの構築をめ

ざし、鈴鹿亀山道路、名神名阪連絡道路の事業化に向け、国等ヒ連携して調査・検討を進めます。

園基本事業2 県管理道路の整備推進

高規格幹線道路や直轄国道の整備効果を最大限に生かす道路ネットワークの形成や、地域ニーズ

への的確な対応に向けて、早期に効果を発現できる柔軟な対応を織り交ぜながら、計画的かっ効果

的・効率的な県管理道路の整備を進めます。

回基本事業3 適切な道路の維持管理

通学児童や未就学児の安全確保を図るため、危険箇所の現地点検および対策を実施し、道路施設

の機能向上を図ります。ま犬、道路利用者が安全・安心・快適に利用できるよう、橋梁等道路施設

について、予防保全の考え方を取り入れながら、計画的な点検、効果的・効率的な修繕を実施する

とともに、剥離が進んだ区画線については継続的に引き直しを実施するなど、適切な維持管理を進

めます。さらに、道路施設の老朽化対策等を可視化する「維持管理の見える化」の取組を一層進め

ます。

圃基本事業4 県管理港湾の機能充実

港湾施設が将来にわたり必要な機能を十分発揮するよう、点検・補修等の維持管理を実施すると

ともに、計画的かっ効果的な岸壁等の老朽化対策を進めます。また、大規模地震に備え、緊急物資

輸送ルートの機能を確保するため、臨港道路橋梁の耐震対策を進めます。

｜； ： 主指標

県民生活の安全性・利便性
の向上や地域の経済活動等
を支援する道路の新規供用
延長

副指標

目標頃目
品 『『ー 守、 』‘町、一、‘宅一一』『一一『～』一一』一、一一

橋梁の修繕完了率

県管理港湾における岸壁等
の更新実施延長

.. ｜令和5年度＇ I>···•·> •••·····•···· ••·· .. '/・・・・ 'I 
I ；目標項目の説明v ｜ 

の目標値ゴ主｜口三 ｜ 

現状値
令和5年度

の目標値

15 

高規格車宇和問蓋路、直轄国道およびこ
れらと一体となった県管理道路の新
規供用延長

目標項目の説明

定まと期診で点断に検修さ繕でれ早をた期完橋措了梁置のしたう（健橋ち全梁、性の次区割回分合点E検） 

県た岸管理壁等港の湾延に長おいて、 更新を実施し



（施策353 安全で快適な住料以り ： 
県民の皆言んιめざす姿＞＜令事日5ふ年廃志rφ妻u違目標） 二 > .•• ；ぶL一一乙戸

｜山川〈忙

新都市計画区域マスタープランに示す都市計画の目標や方針に沿って人口減少・超高齢社会
に対応した集約型都市構造注） 1の形成（コンパク卜なまちづくり）が進んでいます。また、都市

基盤の整備や、地域の個性を生かした景観形成、住環境の整備、建築物の安全性確保の取組が進
むことにより、誰ちが魅力を感じ、安全で快適な住まいまちづくりが進んでいます。

｛現状ど課題＞＞・ 五；；小山川三：1 !J• y•· •< ; ... >>・・・・・・・・・・・・・・・ 一川川·＞主ム川ti•.＼.ふ己主 s•＞~／； f>t. ，.：~·1~： I 
｜…ー…川い山 川町 一戸 川三 円三一一＞ • ..> ...••. •• t 叩川叩／＞＞中山川戸川川

醒人口減少・超高齢社会に対応した持続可能性が高い集約型都市構造の形成に向けて、土地利

用や都市施設等に関する都市計画決定や、街路の歩道整備等、都市基盤の整備を進めてきま

した。引き続き持続可能性の高い集約型都市構造の実現とともに、発生が懸念される南海ト

ラフ地震等の大規模災害に対応したまちづくりに向けて、都市計画の策定や都市基盤の整備、

が求められています。また、県や市が景観計画を策定するなど、良好な景観づくりに向けた

取組を進めてきました。地域の個性豊かで魅力ある景観を生かしたまちづくりを推進するた

め、引き続きょ市町が主体となった景観づくりの取組や、地域の景観特性に配慮した公共事

業等の推進が求められています。

園県営住宅の適切な維持管理を進めるとともに、耐久性・省エネ性能等を備えた長期優良住宅

の普及促進ヒ認定を行ってきました。また、住宅の確保に特に配慮を要する高齢者等への支
援の充実を図っています。引き続き、誰もが安全・安心で豊かな住生活を享受できる良質な

住宅への転換や高齢者をはじめ住宅の確保に特に配慮を要する方々への支援が求められてい

ます。

置建築物の安全性確保に向けて、建築主事を置く市と連携して、適法な新築建築物の確保ヒヒ

もに、既存建築物の適正な維持保全の促進に努めてきました。引き続き、建築基準法や都市

計画法等に基づく許認可や指導・助言を行うことにより、安全・安心な建築物、宅地の確保

を図ることが求められています。

誰ちが安心して快適に暮らせるよう、都市における効果的な医療・福祉・子育て支援・商業
等生活サービス提供のための都市機能の拠点への集約、持続的な生活サービスやコミュニティ
確保のための周辺部等への居住の誘導を一体的に取り組み、市町や事業者等と共にヨシパクト
なまちづくりを進めます。

また、頻発・激甚化する水害や土砂災害、発生が懸念される大規模地震等をふまえ、地域に
即した災害に強いまちづくりを進めます。
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政策 m-s 安心と活力を生み出す基盤

主担当部局：県土整備部

｜鴻~B:tiii'?i:''i'!; ';>/'><,',, ／川e川？…一弓、一川刊旬h川山三川n川可川ι C/i'
胸ι～一主i：山ι；；：二！＜以；， ; i>)i二忘丸：－＝；ι三4己μ以i正三；＇.，＞：ミ－三fム：ル／······•；／）：五：山民主ιぷDie＋叫j昌弘ιんふぶμμ必：川記長＝三ぶ；；；ι山三｜

国基本事業1 安全で快適なまちづくりの推進や
人口減少・超高齢社会等に対応したまちづくりの形成に向けて、新都市計画区域マスタープラン

を定めるとともに、それに沿った都市計画の策定を進めます。また、街路における通学路の安全対

策や電線類の地中化等による都市基盤の整備を実施します。さらに、地域の個性豊かで魅力ある景

観を生かしたまちづくりを進めるためよ地域住民と連携した市町の景観づくりの取組の支援、景観
に配慮した建築物や公共施設等への誘導、屋外広告物の設置の適正化や安全対策の充実に取り組み
ます。

圃基本事業2 安全で快適な住まいづくりの推進
－県営住宅および市町営住宅の安全性を確保し、適正な維持管理を推進するとともに、長期優良住

宅の普及や既存住宅のストックの活用を促進します口さらに、民間賃貸住宅の活用により住宅確保

要配慮者への支援体制の充実を図ります。

国基本事業3 適確な建築・開発行政の推進

新築建築物等の完了検査の徹底や、不特定多数の者が利用する既存建築物を対象とした定期報告
制度注）2により、建築基準法の遵守を促すとともに、都市計画法に基づき適確な開発行為の許認、可を

行うことなどにより、安全・安心な建築物および宅地の確保に取り組みます。

主指標

目4票1真呂 現状値
令和5年度

目標項目の説明
の目標値

－－ー 『ー 』一一一一一屯ー‘ 『‘ー『一 一一一一一、『 一、『』」一一｛ ？ー“‘回目 A ー

新都市計画区域マスタープ

改定後の新都市計画区域マスタープ

都途画区フ関分地市す区ン域で）域計るの都闘不の、基地数決市さ本主定れ計部方也画た（針変区土のお）更地決や）よ利定都をび用方行市土規施針っ地制設たに利j都沿な用（市区っと（域用計てに
フシの内容に沿って都市計

画市計決画定（変更）が行われた都
区域の数

露目指標

目標項目 現状値
令和5年度

目標項目の説明
の目標値

日 一 『ーャ一一日一一 『『～～－

街路における歩道整備およ
計所び画の亀線合期計共間延内同長溝に街の路完成にがお見け込る歩ま道れおる箇よび電線共同溝整備の合計延

長〔累計）

県蛍および市町営住宅の長 び県等し市お長た割寿町よ合命ひ営市化住宅計町が画の策長j定寿に基命すづ化る工く「公県事営営を住実お宅施よ
寿命化工事達成割合

注） 1 集約型都市構造：人口の減少や超高齢社会などの社会情勢に対応するため、都市の無税亨な拡散を抑え、多様な都市機

能と公共サービスを拠点となる市街地に集約す否ことで、高齢者をはじめとする全ての人が暮らしや

すく、市街地を中心として内外の交流が進み、魅力あ否都市空間となることを可能とする都市構造。

注）2 定期報告制度：一定規模・用途の建築物や昇降機等についてよ所有者等が専門技術を有する資格者！こ、その建築物の構

造、建築設備、避難施設等を定期に調査・検査をさせて特定行政庁（県知事や建築主事を置く市長）に報

告する制度。
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H政運営7 公共事業推進の支揺 ］ 

公共事業の実施プロセスの公正性・透明性を確保し、事業を適正かつ着実に実施することによ

り、公共事業の成果が県民の皆さんに届き、公共事業への信頼感が向上しています。

｜説状と雲果題：1三；；L一 ：：と＞；；／；；：：一
以%川川勺川 y（王叫主w以九μ子 1守ふ／ λ〆f付 一川川七C必£；：νふ l←九ぷ ι • へ ι 二；・，；♂小川 .） .・.ぺj ./ .＜々Jっ寸川乙日～ ぶ下」点心ふ？ご ～ヤ止一日犯と：.ふ必川dん川刈川～ぷ•＞っ

圃公共事業評価については、「三重県公共事業評価審査委員会Jにおける調査審議により公共事

業の適正化に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した評

価を行い、公共事業の適正な執行に取り組む必要があります。

躍入札契約制度については、「三重県入札等監視委員会」の調査審議をふまえ、制度の改善、適

ー正な運周に取り組んできました。引き続き、公共事業を取り巻く状況の変化に対応した制度

の改善等に取り組む必要があります。

国地域経済を取り巻く環境が厳しく、人口減少・高齢化の流れが加速する中、将来にわたり、

地域の社会基盤の整備・維持管理や災害対応を担う建設企業の育成に取り組む必要がありま
h す。

圃令和元（20I q）年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「建設業法」および「公

共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の担い手三法が改正され、働き方改革

の推進や生産性の向よなどに取り組む必要がありますロ

I；新しい豊かさ・協創の備 J

.－－－－一一公共事業の実施プロセスの公正性、透明性の確保など、公共事業の適正な実施に加えて、災害
時の緊急対応や社会基盤の適切な維持管理を担う地域の建設企業を育成する取組を進めます。
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施策の推進を支えるために

主担当部局：県土整備部

｜ …尚W芯町川！川；rs円Ci弓？三引ヤ引；弓ジ川巾川q 川川？？川刊叩1巳rηιヲ？川三三♂：／iη乍叩＞／［i取 方！陶恥1ル山山；／品ω：川山；川ふ，，たご与

圃基本事業1 公共事業の適正な執行・管理

「三重県公共事業評価審査委員会」喝の調査審議を受け、公共事業を取り巻く状況の変化に対応し

た評価を行い、公共事業の適正な執行に取り組みます。

また、「三重県入札等監視委員会」の調査審議を受け、公共工事の公正性・透明性を確保しつつ、

公共事業を取り巻く状況の変化に対応した入札契約制度の改善、適正な運用に取り組みますロ

国基本事業2 公共事業を推進するための体制づくり

「三重県建設産業活性化プラン」に基づき、入札契約制度の改善ヒ適正な運用に取り組み、公共

工事の品質を確保するとともに、技術力を持ち地域に貢献できる建設企業の育成に取り組みます。

また、週休二日制の拡大や施工時期の平準化などを進めることにより、働き方改革の推進や生産

性の向上に取り組みます口

副指標

目標項目
『..『』一一日ー』『ー，...』』・ .. 一一 』~ －－~日一一九日『『 ..、一一 』』』ー・十司

公共事業の平準化率

入札参加者の地域・社会貢献
度

) 

:a冨
｜斜白惇度；：Ii尺／ ••••••••••• ¥ 

l主 ι 乙 ／目標項目の説明I人 王｜
じの目樹直ルi< .. •.• . .•.••.. +.;:;< I 

現状値
令和5年度

の目標値

｜｜ 
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「三重県公共事業評価審査委員会J
と「三重県入札等監視委員会jの調査
審議において適正とされた割合の平
均値

目標現自の説明

13~if:Bt～ 6月期のの平欄均稼鮒働契額約一額の比率ι 
総合評価入札における入札参加者の
地域・社会貢献度を評価する評価項
自の取得率
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(3）三重県都市計画区域マスタープランの改定について

1 都市計画区域マスタープランとは

都市計画法に基づき、都道府県は、すべての都市計画区域について、「都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針J（以下「都市計画区域マスタ）プランj という）を定め

ることとなっています。

県では、現行の「都市計画区域マスタープランJの目標が令和2年度であるため、

令和2年度の改定を目指し、平成 28年度から作業を進めています。県内には、 21の

都市計画区域があり、そのすべての都市計画区域について改定することになります。

（「都市計画区域マスタープランJの改定時には、北勢也大安都市計画区域の統合予定

があり 20の都市計画区域となる見込みです。）

その構成は、第1章の都市計画の目標、第2章の土地利用規制の基本方針、第3章

の主要な都市計画の決定方針からなっています。

都市計画区域マスタープラン（都市計画区域毎）

！第 1章都市計画の目標 l 圏（！
｜域同 i

I 聞 圏域・都市計画区域の現状b取組 ｜ マ－ I 

国 圏域・都市計画区域において都市計画が担うべき中心課題 I ス圏 iLタ域 ！
！ 園 都市計画の理念と目標 [ l内 i

圃 圏域・都市計画区域の将来都市構造 I 3童i
I 国 一体の圏域形成に向けた方針 ｜ ン）！

第2章土地利用規制の基本方針

田 区域区分の要否

田 区域区分の方針

第3章主要な都市計画の決定方針

圃 土地利用に関する主要な都市計画の決定方針

園 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定方針

田 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定方針

盟 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定方針

圃 地域の特性に応じて定めるべき事項

21 



2 改定に向けてのこれまでの取組

平成 28年度において、県全体の方針として「三重県都市計画基本方針jを改定し、

平成29年度では、この「都市計画基本方針Jに基づき、広域的な視点で都市計画の

目標を策定するため、結びつきが強い5つの広域圏（北勢、中南勢、伊勢志摩、伊

賀、東紀州圏域）．で「圏域マスタープランJを改定しました。

今回、そのうちの 3圏域（伊勢志摩、伊賀、東紀州i圏域）にある 10の非線引き都

市計画区域について、これまで、市町と協議を重ねながら改定作業を進めてきてお

り、パブリックコメントにより県民の意見を広く聞くための素案を作成しました。

【参考】

三重県都市計画基本方針 H29.3改定

パブリックコメントの募集.(H29. 1～H29.2) 

都市計画審議会に報告（H29.3) 

『ょこ］：：：.－－ 、

圏域マスタープラン（5圏域） H30:3改定

パブリックコメントの募集（H30.1～H30. 2) 

都市計画審議会に報告（H30.3) 

tζ二エF

｜都市計画区域マスタープラン間定予定

各圏域の都市計画区域の構成

北勢圏域

桑名都市計画区域、四日市都市計画区域、鈴鹿都市計画区域、亀山都市計画区域、．

いなべ都市計画区域（北勢都市計画区域と大安都市計画区域を統合予定）

中南勢圏域

津都市計画区域、安濃都市計画区域、松阪都市計画区域、明和都市計画区域、

多気都市計画区域

伊勢志摩圏域

伊勢都市計画区域、鳥羽都市計画区域、志摩都市計画区域、南勢都市計画区域

伊賀圏域

伊賀都市計画区域、名張都市計画区域

東紀州｜圏域

尾鷲都市計画区域、熊野都市計画区域、紀伊長島都市計画区域、御浜都市計画区域

22 
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3 都市計画区域マスタープラン改定のポイント

( 1 ）「都市計画基本方針Jで示した3つの変革の観点を踏まえ、都市計画区域マスター

プランを改定します。

特に今回の改定では、都市防災の観点から、災害リスクの高い場所での都市的土

地利用の抑制等を基本的な考え方に加えました。

－【3つの変革の観点】

①都市経営の観点『効率的で利便性が高く、持続可能な都市構造の形成』

②都市防災の観点『大規模災害の被害低減に向けた都市構造の形成』

③都市活力の観点『地域経済の活力維持・向上に向けた都市構造の形成』

(2）「圏域マスタープランJに位置付けられた基本理念と新しく整理しなおした拠点を

もとに、特色ある集約型都市構造の形成をめざして、都市計画区域マスタープラン

を改定します。

①伊勢志摩圏域

基本理念：「豊かな自然や悠久の歴史圃文化とともに常若に生きるまちj

拠 点：広域拠点3か所ょ交流拠点 21か所、防災拠点7か所を設定

②伊賀圏域

基本理念：「恵まれた資源が紡ぐ、人々が行き交う、こころ豊かなまちJ

拠 点：広域拠点3か所、交流拠点 10か所、防災拠点3か所を設定

③東紀州圏域

基本理念：「自然 E 文化と命の道により交流を育み、美しい風景の中に暮らすまちJ

拠 点：広域拠点2か所、交流拠点 23か所、防災拠点、8か所を設定 l

4 今後のスケジュール

伊勢志摩＝伊賀岡東紀州圏域内 北勢・中南勢圏域内

の 10の都市計画区域 の11の都市計画区域

令和元年 10月 常任委員会ピ説明

11月 都市計画審議会に報告

I パブリヅクコメントの実施 ， 

12月｜国等関係機関との協議

令和2年 1月 素案作成

下協議

3月 常任委員会に説明

都市計画審議会に報告
ー同国四国ーーーーー四ー回世ーーーーーーーー園田 同国ーーーーーーーーー四ーーーーーー皿ーー曲目白世田園ーーー置回世間四『ーー，ーーーー圃ーーー圃ー ーー田恒国ーー回目司四回岡山四四時『ーーーーーーーーー・ー・，向田ー早田園田園田間ー田ー由』

令和2年度 案の公告縦覧 パブリックコメントの実施

都市計画審議会ヘ付議 国等関係機関との協議

決定告示 案の公告縦覧

都市計画審議会へ付議

決定告示

23 



ノ
ノ

24 



(3） 都 市 計 画 の 理 念 ： 『 豊 か な 自 然 や 悠 久 の 歴 史 ・ 文 化 と と も に 常 若 に 生 きるまち』

伊勢志摩圏域

【構成市町］

－伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、

度会町、南伊勢町の 3市3町

【構成都市計画区域】

－伊勢都市計画区域（伊勢市の一部、

玉城町の一部）

－鳥羽都市計画区域（鳥羽市の一部）

・志摩都市計画区域（志摩市の一部）

・南勢都市計画区域（南伊勢町の一部）

県内随十の観光資源をちつ圏域として、豊かな自然と悠久の歴史・文化仁包まれ疋これらの財産を受け継ぎ、常若の精神のち

と、地域の魅力を昇華しながら、交流による活力ある都市をめざレます。

25 

(2）圏域・都市計画区域において都市計画が担うべき中心課題 (3）都市計画の目標

－豊かな自然環境や、それと一体となって形成された生活空間、ある －伊勢神宮、二見浦、英虞湾をはじめとする自然、歴史・文化、景観

地域

いは歴史・文化等の地域資源を生かすことで、さらなる広域交流を 等多様な地域資源を生かす地域独自の取組によって個性豊かな地

促進するとともに、地域振興につなげていく取組が求められていま 域づくりを進めるとともに、それらが複層的に連携することでさま

魅力の
す。 ざまな魅力を生み出す圏域づくりを進めます。

の個営生
－豊かな自然環境を活用するため、宿泊地や別荘地等を適切に維持管 －古いまち並みや水・緑に固まれた良好な生活空間は、安らぎや潤い

理し、新たな整備にあたっては、自然環境の保全と効率的な都市経 を与える場、ゆ左りあるオープンスペースとしての保全や活用を図

上向か 営の観点から妥当性を判断することが必要です。 り、都市の付加価値を高めます口

し －既存の都市施設や都市機能、まち並み等のストヲクを生かしながら、 －郊外の住宅地等は、自然豊かなゆとりのある暮らしの場にします。
た 都市空間を魅力あるものとしていくことが必要です。 －本圏域の特色でもある漁村や離島等の地域については、それぞれの

特性に応じたまちづくりを促進し、圏域全体としての魅力向上につ

なげます。

－郊外における開発の抑制により自然環境や優良農地の保全を図ると －多様な都市機能の集約を図る拠点を形成・配置し、各拠点、間の相互

ともに、効率的な都市経営を推進する観点から、市街地の低密拡散 連携が可能な都市構造の構築をめざします。

の抑制と用途地域や既存の市街地への都市機能の集約が必要です。 －都市構造に大きな影響を及ぼす大規模な商業・業務、医療等の都市

－商業・業務、文化、医療、教育等、多様な都市機能は、集約型都市 機能については、中心市街地へ計画的に誘導するなど、集約型都市

構造の構築の観点から、中心市街地や主要な駅周辺等における既存 構造の構築に向けた立地の適正化を図ります。

生都市機能

ストックの活用が可能な区域への集約が必要です。 －市街地においては、都市機能の集約を図る拠点およびその周辺や公

－人口減少に伴い空き地や空き家が発生し市街地の低密度化がさらに 共交通の沿線地域等への居住誘導により、人口密度を維持し、生活

便性活利の
進行すると予測されており、生活利便性を確保するために、必要な サービスの存続を図り、居住者の利便性が確保されるまちづくりを

都市機能を維持することが必要です。 めざします。

Eの効由＇~ －幹線道路ネットワークや公共下水道等について計画の必要な見直し －低密度化が進行するなか、公共施設の整備や再編等の検討において、

を行い、整備を進めるとともに、都市施設の充実および適切な維持 既存施設や計画の廃止を含めた見直しを行い、施設の整備、維持・

管理を計画的・効率的に進めることが必要です。 更新等を効率的に行うことで、生活サービスが一定水準以上確保さ

－超高齢社会やインパウンドを含む観光客増加に対応し、環境負荷の れるととをめざします。

低減を図るため、利便性の高い公共交通ネットワークの構築とサー ・交通結節点におけるユニバーサルデザイン化への対応や情報通信に

ビスレベノレの維持・向上を図るとともに、公共交通の利用を促進す も対応した周辺環境の整備・維持を促進し、高齢者や障がい者、子

るための結節点や周辺の施設等の環境整備が必要です口 ども、外国人等誰もが安全で安心して生活・交流できる環境を形成

します。

－沿岸部を中心に地震災害による大規模な被害が想定されていること ・「防災・減災」に必要な避難施設等の整備や長寿命化を図り、災害

茎性市雪災E』

や洪水被害、土砂災害等の風水害が懸念されていることをふまえ、 に強い都市づくりを進めるとともに、災害時の防災・医療の拠点と

防災・避難施設の整備等のハード対策と土地利用の規制・誘導等の 各地域の連絡を強化し、安全・安心を実感できる生活環境づくりを

ソフト対策を一体的に進めることが必要です。 進めます。
の対応 －地籍調査等を進めるとともに、緊急輸送道路や河川・海岸堤防、士 ・災害リスクの高い場所では、用途を考慮した都市的土地利用の抑制
上向 し 砂災害防止施設等の公共土木施設について、未整備箇所の整備や、 や建築物の構造規制等を行うほか、災害リスクの低い場所八の都市

た
老朽化対策を進める必要があります。 機能や居住の移転を進めるなど、大規模自然災害による被害の低減

に向けて都市構造の再編を検討します。

地域産護
・各都市の相互連携を強化しつつ、自然環境や歴史・文化等の地域の . 2027年のリニア中央新幹線東京・名古屋間開業により拡大すると

魅力を生かしたまちづくりを進めることで、定住促進に結びつける 予想される交流人口、さらには大阪への人の流れを呼び、込み、鳥羽
ι． 

港へ寄港するクルーズ船観光客の受け入れを拡大するなど、広域交
活力興

ことが必要です。

・リニア中央新幹線の整備等により増大すると見込まれる大都市聞の 流の拡大による地域活力の維持・向上を図ります。
のに

人の移動等を取り込むなど、交流人口の拡大を図るととが必要で ・広域交流の基盤として、伊勢志摩連絡道路の整備促進等の幹線道路
向よ
上る す。 網の強化、およびそれらと公共交通の連携を強化するとともに、交

通結節点や宿泊地周辺における魅力あるまちづ、くりを促進します。

2015年

32. 5% 

27. 9% 

－自家用車への依存が
高く、公共交通の利
用者が減少。

－定期船による生活交
通、観光交流。

DID人口密度

伊勢志摩圏域（人／ha)

三重県（人ノha)

建築着工、農地転用
(2010～2015年）

伊勢志摩圏域

O都市施設・公共交通

都市施設の ｜都市許画道路
整備状況 ｜ 整備率

伊勢志摩圏域｜ 78.4% 

三重県 I si. 1% 

。自然環境、災害等

・観i・交流に資する自然および歴史・文化等の資源が豊富。

・南海トラア地震・津波による大きな被害の発生が想定されている。

・発生頻度が高まる大雨、大型化する台風等による風水害の発生が懸念されている。

O取組

も・集約型都市構造の構築、小さな拠点整備とネットワーク化を図るための取組

．移住・定住や産業振興を促進するための取組

・交通基盤の整備による産業誘致、安全で安心できる生活環境の確保

・沿岸部の地震津波対策や丘陵部の土砂災害対策等、半島・離島での災害時におけ

る孤立化防止対策

・観光振興のための情報発信・誘客戦略、流域圏づくりや都市と農山漁村の交流促

進等

－伊勢志摩国立公園におけるナショナノレパーク化の取組

・歴史・文化、景観を生かしたまちづくり

16. 9% 

15. 5% 

農地転用（面積の割合）
用途地域内i用途地域外

23. 0% I 11. 0% 

2013年

伊勢志摩圏域

三重県

都市計画公園
I人当たり面積

6. 2 rrU人
10. 4 rrU人

空き家率
山
一
町
一
山

建築着工（件数の割合）
用途地域内｜用途地域外

61. 1% I 38. 3% 

汚水処理
人口普及率

68.4% 

84.4% 

2005 

43. 1 

42. 3 



(4）圏域・都市計画区域の将来都市構造

0広域拠点：；多様な生活サービス施設等が集積し、市町を越えた公共交通等の結節点となる地区のうち、

集約型都市構造の要として、さらに居住や都市機能を誘導する地区を広域拠点として位置づけます。

O交流拠点：自然、歴史・文化、レクリエーション等の交流活動が行われる拠点的な地区を交流拠点に位

置づけ、アクセスの向上等を図ります。

0広域的な防災拠点：広域的な防災機能を備えた施設や災害時に拠点となる医療機関等を位置づけ、市街

地整備や緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を進めるなど、拠点周辺地域の防災性向上を図ります。

本圏域においては拠点を以下のとおり形成し、各拠点の役割にあった機能を誘導します。

拠点名 ｜ 市町名 ｜都市計画区域｜ 拠点名称

伊勢市

広域開1市市
志摩市

伊勢市
玉城町

伊勢

鳥羽

JR・近鉄伊勢市駅～近鉄宇治山田駅周辺（伊
勢市役所）

J R ・近鉄鳥羽駅周辺（鳥羽市役所）

志摩 i近鉄鵜方駅周辺（志摩市役所）

伊勢 大仏山公園

自然 ｜伊勢市｜ 伊勢市 ｜倉田山公園
交流拠点｜鳥羽市 1 ----:- ｜答志島・菅島・坂手島・神島

占』歴史・文化
三｜交流拠点

拠
占

志摩市

伊勢市

鳥羽市

志摩市

志摩 ｜横山地区
ともやま公園

内宮
bl・骨

伊勢ト－
一九浦
河崎地区

鳥羽 ｜鳥羽城跡周辺地区

土庶 ｜伊雑宮周辺地区
l~＇ i手 I大主崎

※2 
内宮おはらい町

外宮参道
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レク1）エーション等
交流拠点

広域的な
防災拠点

※3 

伊勢市

鳥羽市

志摩市

伊勢市

鳥羽市

志摩市

伊勢 i二見町茶屋地区
五十鈴公園

三重県営サンアリーナ周辺地区

i ミキモト真珠島鳥羽 I 
i鳥羽水族館

志摩 ｜賢島周辺・英虞湾
志摩スペイン村

三重県広域防災拠点（伊勢志摩拠点（サ
伊勢 ｜ンアリーナ）) (SCU候補地）

伊勢赤十字病院
鳥羽 l鳥羽港

三重県立志摩病院

志摩 ｜浜島港

波切漁港

南伊勢町｜ － ｜吉津港

※1：都市機能の集積評価（都市施設の立地状況、人口集中地区等）と交通アクセス機能の評

価（鉄道交通・パス交通の状況、幹線道路の整備状況）により一定基準を満たす地区

※2：主要観光地や広域交流のための施設整備等が行われている地区・施設

※3：三重県地域防災計画に位置づけのある施設

・'・ 
' 

2η ’・
¥ 
Z マ

' 

広域拠点

交流拠点

広域的な防災拠点

広域連携翰（圏域外）

地域嘉規格道路｛計画路線）

広域遺書軸｛道路）

圏域内連携軸（道路交通）

連圏｛鉄携域道翰内） 

J~ 

私鉄

駅
インターチェンジ

防災連携軸

都市計画区域

用途地域 住居系・商業系

用工途業地系域
工業専用地域・工業地域

準エ業地域

自然公園（特別保護地区）

自然交流 自然公園（特別地域）

地区 自然公園（普通地減）

その他

行政区犠

(5）一体の圏域形成に向けた方針

①都市計画区域の再編

－長期的には行政区域を越えた都市計画区域の再編について検討します口

② 都市計画区域の指定

【！日浜島都市計画区域と旧大王都市計画区域に挟まれた区域］

・都市計画区域の拡大や準都市計画区域の指定を検討します。

【伊勢都市計画区域南側の区域（玉城町、度会町）］

－必要に応じて都市計画区域の拡大を検討します。

伊勢志摩圏域将来都市構造図

事
予急を伊お。
sum 
必ミ喜多 J ． . 
稽留指極圏島

' 

一l<..v! 
片、r
圃。

輔盟畢畠

Eコ

寝議

ζ＿i ; 

…...眠－町斗長-議麓

璽麓

Eコ

※広域連携軸および圏域内連携軸は、本計画策定時の道路および計画・構想を示したものです。

i__ 
γ： 

神重量



盟土地帯i癌親制的基本指針

本区域では人口が減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれます。世帯数は増加傾向にありま

すが、今後急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の阻害は見込まれないことから、区域区分は適用せず、

用途地域や特定用途制限地域の指定を維持するとともに、立地適正化計画に基づく土地利用の誘導等を推進す

ることにより、無秩序な市街化を抑制します。

盟主喪主主義革帯計画的決定方針

盤欝諜韓議欝欝購欝鶴欝盤騨轟轟轟轟轟麟鶴欝盤欝欝麟麟鱒欝輯覇輯輯j
0住宅地

広域拠点では、土地の高度利用や複合利用により、都心居住機能を臨置します。

地域拠点及びその周辺地では、公共交通の利便性向上に向けた支援を促進し、居住機能を記置します口

既存の市街地では、日常生活に必要な施設に配慮しながら、低層住宅地、中高層住宅地、一般住宅地を配置

します。

0商業買業務地

広域拠点では、都心居住や中心市街地の活性化、広域交流の促進を支援する多様な都市機能を記置します口

歴史・文化交流拠点では、広域交流の促進を支援する都市機能を配置します。

広域拠点以外の商業・業務地では、新たな大規模集客施設の立地を抑制します。

O工業地

義主主産業．？と毘斎．産業.~."1l.塊主；促進工ゑt.;:;.q).~•.. ~.業ffi..厄主主塊接主恩．途組主主1.1:.9.二国.9..~業損ιP.P.＆λ日阜x在住
.V.社酉笠~f.よ.~.1完封．二選定主.ti:~主連招ゑJ二業損よaレエ~~~寵.1-:.#.j仁5'..・
~業.~原注担感ピJ.V.＊到担；t{f?J.ζ2.じ；IJt.).. ~業漉設%~誇jg＿し”し・毘葺.~.. 

を進めます。
0都市防災の観点から必1要な市街化の抑制等に関する方針

愚息ゑ立歪2周辺埠足2どエ位、都市防災に億五施策を実施主L去全住金血よ生鼠盟主主Lよ色色宝隆三ム
二定位藍主立主主ヱ生生展丞立さ既成市街地にお位亘若しく災害リスクが高い区主担ζ2lミエ艮L強襲埠区2息産

L土建築段位建造翠劃ι鐙急会館劃定笠企援貫主狸進L主主s

0交通施設

.V..点忠去組依高速必笠v.広域t.z.L？.ニム...~たムE~京競括合会柔連論説たJ給金脱会玄灘蒸
.OJ建築主造投：~.:t.o... 
道路ぶ：：？. x.：.：三県2・・ー既定三上．之z.t..有効E~.｛吉原」余点~.？..g.逗震裏·~，都忠携能v.連携Jf.t.t瓜土.§よ．よ.i1J~三：：－..窓会

：怯うと沿道課芝主主烹慮」ふ．殺到Jι応．巳た階層的合道路三．ど..t.2.二z.~.議第五：；進.~主主H •• ZJP.会；三λ•.JJ.三L.~2;翫詮
議白露鑓勃是主菩~；立主.2..主.？.λ，．塊惑；＿<Q_套．連主－~－上2二－.？...と幽＜！！.連援？主i乙玄．図－~－主主P• .:.. 

パス交通については、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備に加え、パーク・

アンド・パスライドの更なる活用や利用促進について検討しますD 市内の各拠点と集落地等の連携については、

移動円滑化支援のため、伊勢市地域公共交通網形成計画をもとに、パス路線の維持、コミュニティパスやデ、マ

ンドシステム（パス、タクシー）等の導入について検討します。

0下水道及び河川

下水道については、今後も生活環境の改善や前川等の水質悪化を防止するため、引き続き必要な整備を進め

ます。

河川については、自然環境に配慮しながら河川整備を進めるとともに、流域における保水・遊水機能の保全

のため、山林や農地への無秩序な市街化を抑制するなど、総合的な治水対策を進めます。

時 議 議 題 関 轟 轟 富 覇

JR・ 近鉄伊勢市駅及び近鉄宇治山田駅周辺は、民

間活力を活用し、土地の高度利用や土地利用転換によ

る中心市街地の再整備を促進し、都心居住の促進や中

心市釦自の活性化を図りますD

その他の居住や都市機能の集約を図るべき区域につ

いては、柔軟な土地区画整理事業等の適用等により、

民間事業者等の参画を誘導しつつ、地域のまちづくり

方針に応じた都市機能増進施設の整備や良好な居住環

境の形成等を図ります。

低層・高密な市街地においては、狭隆な区画道路、

幹線道路が未整備等の問題を抱えているため、地域コ

ミュニティに配慮しながら面的整備にあわせて、道

路・公園等の整備を進めます。

二“－・＇－＇ー

／； 
) r .-1 

( 

¥ ¥ ＂－－－～～ J 
.. ,,., .. ＿，.ペミ可、

凡例
行政界 ー”ー－・

都市計画区域 理路翻題邑

広域拠点 察官

地域拠点（候補） 務

交流拠点 ！面t・：‘砂盤

広域的な妨災誕点 告書

住執（住宅親迦槻）、商業・業部色（商業系用選械）

工業地（工業系用途地域） 寵韓寵

！都市計画公園・都市計画緑地等 韓鱗覇議韓
優良農地（農援農用地）

ある道路i都市計画道路
広域的な位置づけの 都市計画道路以外 圃・・圃

鉄道｛JR) 明同c三.Jl!llll.:

鉄道（私鉄） 十＋＋＋

歴史連携軸 0000 

緑のネットワーク軸 毒事曜軍軍事

河Jll• 5：毎 緊後幽

離盤盟議饗謹欝醸翠藍聾韓撞輯輯輯
特徴的な歴史的資源と一体となった自然環境の保

全を進めるとともに、市街地においては良好な居住

環境を創出するため、緑地の整備・保全を進めます。

豊かな自然環境と共生する都市づくりのため、ま

た、 C02吸収による温室効果ガス削減の観点から、市

街地及びその周辺の緑地の保全や整備を図ります己

心中~
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離藍謹盟器~~事霊童盟語審藤額詔轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟轟輔購輯土地事~，露蟻観的基本方針

本区域では人口、世帯数ともに減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれます。区域内におけ

る市街化の動向から急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の阻害は見込まれないため、区域区分は適用

せず、用途地域の指定を維持するととの他 特定用途制限地域の指定等を検討することにより、無秩序な市街

化を抑制します。

盟主喪主主鶴市計画の決定方針

盤麗諜謹謹盤欝轟轟轟鱒購轟轟轟轟購輯瞳購麟輔欝輯欝鞠麟購麟盤鱒轟轟欝
0住宅地

広域拠点では、土地の高度利用や複合利用により、都心居住機能を配置します。

既存の市街地では、日常生活に必要な施設の配置に配慮じながら、低層住宅地、中高層住宅地、一般住宅地

を配置します口

0商業・業務地

広域拠点では、都心居住や中心市街地の活性化、広域交流の促進を支援する多様な都市機能を配置します。

広域拠点以外の商業・業務地では、新たな大規模集客施設の立地を抑制します。

O工業地

裁主主産業？と毘在産業f!?.主盟主促進主ゑ色ゑ：：－...主義語思議抱犠ごと思途却域社。ニ国.＜！？.早業損J三却＆λ”’阜治悠
.＜！？.社百笠｝f.よロ圃捨Et.:...選定．さJt色濃挽？とJ二三善埠よ，」；）；“自己震い主::tsi... 
Z業．撒と..\-;.'Iλ・手芸~.局強思議ι指定－~－h'I~.：ゑ区域y;_2~.：：ζ怯λ..~J.主続主議m基盤~整備堂進互？主主p…

O都市防災の観点から必要な市街化の抑制等に関する方針

製息収歪皇居辺境ιヱヒエ弘直既製箆ゑ旗駐芸施し、安全性の向」民民盟主斗弘法隆三ム

二友金張主史宣車:21こ住居系の既成市復組長長立ゑ葦Lふ袋宣~及活ど区盛巳2ヒエ鼠J也域地区の見直
」交建築飽企撞造題担iこ係る条例制定等の検註主促進します。

0交通施設

記Z忠未挺主総合高配？三笠叫嬢むよ.2.ニふ…支払.？..EJ競士ぬま~P.言語．主主.~.t~齢的総連？を~－
.＜！：.建築主進.￥？.；；主：？：λ・・

道路J~：？.~ミ支持λ．．既a'f.z.上．ど2..~.1f致yf~活!.tU－：ぷ点ム~~重量要ごと競市雄態＜！？.連携J手法＆t..ゑιよ，~Jふ…'jg，会
；往来沿道議接主煮慮，k~...食主YJ三＆.I;.t~踏層的主道騒fたととえ二え[2，，構築g;,進ゑ；主主ι）JP.＆エー…立三之史3在意艶
隷f/2.整盤数是.t.芽2主主主ゑよ2λ調．抱壌｛Q思表連主x，上互ご，！？...ζ＜！？..連援？記弘之思~－主.:t：~側．

パス交通については、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備を進めます。

市内の各拠点と集落地等の連携については、移動円滑化支援のため、鳥羽市地域公共交通総合連携計画をもと

に、鳥羽市コミュニティ交通システムや鉄道、パス、フェリーの連携強化等について引き続き促進するととも

に、新たな交通システム等の導入について検討します口

0下水道及び河川

生活環境の改善や河川、海域の水質悪化を防止するため、地域の状況に応じて適切な生活排水処理を促進し

ます。

河川については、洪水調整機能の整備等、安全な川づくりを進めるとともに、潤いのある河川環境の保全を

図ります。
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J R ・近鉄鳥羽駅周辺において、都市機能の集約を

図るため、柔軟な土地区画整理事業等の適用等により、

土地利用の適正な規制・誘導とあわせて、都市施設や

都市機能の一体的整備を図ります。

本区域のリアス式海岸や丘陵地等について、積極

的な保全に努めます。

また、住民の利用等に考慮しながら、計画的な公

園整備を促進します。，

市街地内における防災や丘陵地等における土地の

保全、海・ J 1 lの水質保全等の観点から、必要な緑地

の保全、．整備を促進します。

豊かな自然環境と共生する都市づくりのため、ま

た、 C02吸収による温室効果ガス削減の観点から、市

街地及びその周辺の緑地の保全や整備を図ります。

・圃・・岡

Na 
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離題謹額融盤躍盟覇輯覇輯関土地事IH語規制的基本方針

本区域では人口、世帯数ともに減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれます。区域内におけ

る市街化の動向から急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の阻害は見込まれないため、区域区分は適用

せず、必要な場合には用途地域や特定用途制限地域の指定等を検討することにより、無秩序な市街化を抑制し

ます。

盟主要な離帯計画の決定方針

離韓関観盟購輯輯騨鱒轟轟轟輔轟轟轟輯輯覇鱒
0住宅地

広域拠点では、土地の高度利用や複合利用により、都心居住機能を配置します。

既存の市街地では、日常生活に必要な施設の配置に配慮しながら、低層住宅地、中高層住宅地、一般住宅地

を配置します。

0商業”業務地

広域拠点では、都心居住や中心市街地の活性化、広域交流の促進を支援する多様な都市機能を自己置します。

O工業地

君主主産業？と毘王子産業~－宰盟主主保護主：ゑ.t~.や.：－.開伺自治ftv.註麗笠i三よ.~J会記回二選定主.h主連盟主ヨ二．業盟主．］τf不
思量ム忌ゴ；ι．
0都市防災の観点から必要な市街化の抑制等に関する方針

題息及立主2周辺撞ιヱヒては、都市防災に箆盃旗笈乏裏腹弘安全性の向上を図ります。こよ込之監ふ

二段藍政之じ左住居系の既J競賀撞i連ける著しく災害リスクが高い区域にっし三位、地域地区豆長室

土建築盤台撞造翠制に係る条例制定等の検討を促進しますて旦

0交通施設

－~－云.7..忠恭新設猿？と革法ど三笠＜！？.広接主乙土.2.健三.z.~... t.n.?.J；露読ゴ：ゑ盆去三言語交：£互？主総念般会z.連絡墨
田り．援築J堂進.'ti?.主：？：ι

道路j三二？とこ：r.店ふ既定；えよ？.. 2..主主勢jι；活思．し.tl..~.~.？..套迫震蒙ごと都点擦能v.連接E~2せ[ik］：ムιよ，1lJふ…窓会
1$.：セ沿道環境乞烹慮い…－~·劃j三＆.I;;た脂層的tt.道路~.2..ム2..二.Z.~.構築之進？？．三s.土P••• P.P.＆エ＞... :L 
線θ3妻鏡f;Plま玄．芸5主；C：主酬ゑJさ．三λ．，塊捧.Q＆連主－~－上.？..二乙七.＜！？..連最強必五二国－~－~主主.9••• 

パス交通については、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備について検討する

ほか、交通事業者と行政等が連携した次世代移動サービス等、新たな交通システムの導入について検討します。

市内の各拠点と集落地等の連携にあっては、移動円滑化支援のため、志摩市地域公共交通網形成計画をもとに、

パヌ路線の維持、コミュニティパスやデ、マンドシステム（パス、タクシー）等の導入や海上交通の維持・確保、

パスとの連携強化等について検討します。

0下水道及び河川

生活環境の改善や河川I.海域の水質悪化を防止するため、地域の状況に応じて適切な生活排水処理を促進し

ます。

河川については、市街地や既存集落地等における浸水被害を防止するため、適正な整備を進めるとともに

河川改修にあたっては、親水性に配慮した潤いのある河川環境の創出を図ります。

近鉄鵜方駅周辺において、都市機能の集約を図るた

め、柔軟な土地区画整理事業等の適用等により、土地

利用の適正な規制・誘導とあわせて、都市施設や都市

機能の一体的整備を図りますD

その他の市街地や集落については、地域住民の合

意・協力のもと、地域固有のまち並みを保全しながら、

都市基盤の確保・整備を促進します口

本区域の良好な自然環境や自然景観iごついて、積

極的な保全に努めるとともに、交流の場として有効

活用を促進します。

市街地や集落における防災や正陵地等における土

地の保全、海・ JI Iの水質保全等の観点から、必要な

緑地の保全・整備を促進します。

豊かな自然環境と共生する都市づくりのためミま

た、 C02吸収による温室効果ガス削減の観点から、市

街地及びその周辺の緑地の保全や整備を図ります。
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瞳土地事j関親舗の轟本方針

本区域では人口、世帯数ともに減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれますロ区域内におけ

る市街化の動向から急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の阻害は見込まれないため、区域区分は適用

せず、必要な場合には用途地域や特定用途制限地域の指定等を検討することにより、無秩序な市街化を抑制し

ます。

瞳3::聾主主鶴市計醸の決定方針

購麓盟諸寵麓麓器購輔韓覇覇輔轟轟轟轟輔轟轟輔覇鱒麟難題轟轟輯轟轟轟購購購欝

0住宅地

地域拠点及びその周辺地では、居住機能を配置し、良好な居住環境の形成や定住の促進、支援を図ります。

0商業覇業務地

地域拠点では、地域住民の日常の消費需要に応じた、商業・業務地を配置します。

0都市防災の観点から必要な市街化の抑制等に関する方針

拠点及び乞企周辺境ι~エ弘直直鹿翠ι径五雄笈生選麗h安全性の向上を阻立主主Lよ弘己主墜ふ

ご定の拡がりを主2た住居系の麗感車費地における蓑与え去査立三~査じ区域については、地域主眼忽長定
土建築惣安撞造翠制に係る条盟劃亙笠盟強置玄促進します。

0交通施設

.V..三之主来載車議？で高速－：.：.z..筆.V.広域主z.J:-.2.二.？..：－..玄ti;ム~~.tま読土ゑ会会~連主．含.'12た強念的t~Z理性忍
.r&.援築主進？主主主ι．
道路については、利便性を確保しながら適切に維持管理ができるよう必要なものを都市計画に定め、計画的

かっ効率的・効果的に整備します。

町内の各拠点と集落地等の連携にあっては、移動円滑化支援のため、パス路線の維持、コミュニティパスや

デマンドシステム（パス、タクシー）、等の導入について検討じます。

0下水道及び河川

生活環境の改善や河川・海域の水質悪化を防止するため、地域の状況に応じて適切な生活排水処理を促進し

ます。

河川については、浸水被害を防止するため、未整備河）I ［の改修を進めるとともに、潤いのある河川環境の保

全・創出に努めますd
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土地利用に関する主要な都市計画の

決定の方針等を踏まえ、居住環境の改善

等に取り組みます白これにあたって、散

在する空き地等を集約・再編し、地域に

ー必要な公共施設等を整備する必要があ

る場合、柔軟な土地区画整理事業等の適

用に向けた検討を行います。

リアネ式海岸の玉ヶ所湾等の良好な自然環境や自然景観を積

極的に保全します。

集落地における防災や丘陵地等における土地の保全、海.) I ［の

水質保全等の観点から、必要な緑地の保全・整備を促進します。

豊かな自然環境と共生する都市づくりのため、また、 C02吸収
による温室効果ガス削減の観点から、市街地及びその周辺の緑地

の保全や整備を図ります占

凡倒
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【構成市】

・伊賀市、名張市の 2市

［構成都市計画区域］

－伊賀都市計画区域（伊賀市の一部）

・名張都市計画区域（名張市）

( 1 ）圏域・都市計画区域の現状と取組

0地勢、人口、産業

・都市的土地利用は、鈴鹿山系、布引山系、大和高原等に固まれた盆地状の平地あ

るいは正陵地で行われている。

圏域の L 国勢調査1 ｜社人研推計値 iI・ 高齢化率
人口・世帯数 I2oos I 2010 I 2015 I 2020 I ・ 2oso I ｜伊賀圏域
人口（千人） I rns I 111 I 169 I 165 I 149 I 巨蚕豆
世帯数（千世帯H63. o I 64. 4 I 64. 2 

2015年

30.1% 

27.9% 

・商品販売額は、長期的にはやや減少傾向。製造品出荷額は着実な増加傾向。

O市街化動向

DID人口密度
国勢調査

2005 2010 2015 

伊賀圏域（人／ha) 52. 6 50. 5 47. 7 
二重県（人／ha) 42.3 42.0 41. 6 

建築着工、農地転用 建築着工（件数の割合）
(2010～2015年） 用途地域内｜用途地域外

伊賀圏域 46.6% I 53.4% 

0都市施設・公共交通

都市施設の ｜都市計画道路
整備状況 ｜ 整備率

伊賀圏域 、｜ 50. 6% 

三重県 卜 51. 7%. 

0自然環境、災害等

汚水処理
人口普及率

87. 8% 

84.4% 

空き家率 2013年

伊賀圏域 15. 0% 

＝重県 15. 5% 

農地転用（面積の割合）
用途地域内｜用途地域外

・2s. 0% I 77. 0% 

都市計画公園 ｜・自家用車への依存が
l人当たり面積｜ 高く、公共交通の利

6. 2 rrU人｜用者が減少。
10. 4 rrf／人

．多様な地域資源の広域交流への活用が期待されている。

・津波被害は想定されていないが、過去には内陸型の伊賀上野地震が発生している0

・発生頻度が高まっている大雨、大型化する台風等による風水害の発生が懸念され

ている。

0取組

・地域の実情に応じた手法による集約型都市構造の構築に向付た取組

・大都市圏へのアクセス性を生かした産業集積、交流を促進するための多様な取組

・公有民営方式による伊賀鉄道の運行等、公共交通を維持するための取組

・丘陵部の土砂災害対策等、 m上ダムの建設をはじめとする治水事業等

・地域資源を生かした観光の振興。「忍者市J宣言などの特徴ある取組

( 

(3）都市計画の理念：『恵まれた資源が紡ぐ、人々が行き交う、こころ豊か なまち』

恵まれた歴史・文化・自然を有する圏域として、これらを大切に守り、育みながら地域の魅力を高めるととちに、大都市圏や周

辺地域とのつながりを生かしだ産業の振興や交流の促進により、住む人々や訪れる人々のこころが豊かになる都市をめざします。

(2）圏域・都市計画区域において都市計画が担うべき中心課題 (3）都市計画の目標

域地

－歴史・文化や豊かな自然環境等の多様な地域資源を生かすととも －国定公園や県立自然公園に代表される豊かな自然環境のほか、古く

に、良好な長観の形成・保全等により、地域の魅力を高め、地域活 からの歴史や独自の文化等の多様な地域資源を生かした地域づく

魅力の
力の向上に資する広域交流を促すことが必要です。 りを進めるとともに、県内はもとより、名古屋や大阪・京都といっ

の向個性壬十
－既存の都市施設や都市機能、まち並み等のrストックを生かしなが た大都市との交流を促す圏域づくりを進めます。

ら、都市空間を魅力あるものとしていくことが必要です。 －古いまち並みや水・緑に固まれた良好な生活空間について、安らぎ

上か や潤いを与える場、ゆとりあるホープンスペースとしての保全や活

し 用を図ることにより、都市の付加価値を高めます。
た －郊外の住宅地等は、自然豊かなゆとりある生活環境を維持・形成じ、

魅力ある暮らしの場とします。

－市街地や市街化が進んだ大規模住宅団地等では、都市施設整備や都 －多様な都市機能の集約を図る拠点を形成・配置し、公共交通等によ

市機能の相互連携、適正な土地利用規制の適用を進め、空き地・空 り各拠点問が相互に連携する都市構造の構築をめざします。

き家に対応しながら良好な住環境の維持・増進を図り、定住化を促 －都市構造に大きな影響を及ぼす大規模な商業・業務、医療等の都市

進・支援することが必要です。 機能立ついては、中心市街地へ計画的に誘導を図るなど、集約型都

－商業・業務、文化、医療、教育等、多様な都市機能は、集約型都市 市構造の構築に向けた立地の適正化を図ります。

構造の構築の観点から、中心市街地や主要な駅周辺等における既存 －市街地においては、都市機能の集約を図る拠点およびその周辺や公

生能害機
ストックの活用が可能な区域への集約が必要です口 共交通の沿線地域等への居住誘導により、人口密度を維持し、生活

・人口減少に伴い空き地や空き家が発生し、市街地の低密度化がさら サービスの存続を図り、居住者の利便性が確保されるまちづくりを

に進行すると予測されており、生活利便性を確保するために、必要 めざします。
性利便活の な都市機能を維持することが必要です。 ・行政機関等の公共建築物、公共交通等の交通基盤の再編や、道路等

Eの効~ 古

－市街化動向がみられる市街地周辺や幹線道路沿道等において、優良 の都市施設の見直しを進める上で、一定のサービス水準を確保し、

農地の保全や無秩序な開発等の抑制のために必要な場合には、‘地域 誰もが安全で安心して住み続けられる環境を形成します口

のコミュニティ維持に配慮しつつ、適切な都市計画制度の適用を図

ることが必要です。

－幹線道路ネットワークや公共下水道等について計画の必要な見直

しを行い、整備を進めるとともに、都市施設の充実および適切な維

持管理を計画的・効率的に進めることが必要ですD

－利便性の高い公共交通ネットワークの構築とサービスレベルの維

持・向上を図るとともに、公共交通の利用を促進するため、交通結

節点および周辺施設の整備が必要です。

全性安害災a，」ー
－地震の揺れによる被害のほか、洪水被害、土砂災害等の風水害が懸 ・「防災・減災」に必要な施設等の整備や長寿命化を図り、災害に強

念されていることをふまえ、防災施設の整備等のハード対策と土地 い都市づくりを進めるとともに、災害時の防災）医療の拠点と各地

利用の規制・誘導等のソフト対策を一体的に進めることが必要です。 域の連絡を強化し、安全・安心を実感できる生活環境づくりを進め，向r、対
・地籍調査等を進めるとともに、緊急輸送道路や河川堤防、土砂災害 ます口

上た 防止施設等の公共土木施設について、未整備箇所の整備や、老朽化 －災害リスクの高い場所では都市的土地利用を抑制するなど、大規模
対策を進める必要があります。 自然災害による被害の低減に向けた都市構造を検討します。

域地活力振興産業

・豊かな自然環境との調和；を図りつつ、名古屋・大阪の両大都市圏へ ・環境との共生やエネノレギー効率を考慮しながら、名古屋・大阪の両

の高い交通利便性を生かし、工業系用途地域を中心に産業集積を図 大都市圏へのアクセス性を生かし、また、地域や企業のニーズを反

るととが必要ですプ。 映して、産業機能の集積を図ります口

・開業が見込まれるリニア中央新幹線については、整備の進捗を注視 －多様な地域資源や、隣接府県との文化的なつながりを活用しなが
のに

しながら、その施設への円滑なアクセスや他国域との交流に資する ら、広域交流の拡大による地域活力の維持・向上を図ります。
上向るよ 交通ネットワーク等の整備を検討し、地域活力の向上につなげてい

くことが必要です口
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＋ 
伊賀圏域将来都市構造図

(4）圏域＝都市計画区域の将来都市構造

0広域拠点：多様な生活サーピ只施設等が集積し、市を越えた公共交通等の結節点となる地区のうち、集

約型都市構造の要として、さらに居住や都市機能を誘導する地区を広域拠点として位置づけます。

0交流拠点：自然、歴史・文化、レクリエーション等の交流活動が行われる拠点的な地区を交流拠点に位

置づけ、アクセスの向上等を図ります。

0広域的な防災拠点：広域的な防災機能を備えた施設や災害時に拠点となる医療機関を位置づけ、市街地

整備や緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を進めるなど、拠点周辺地域の防災性向上を図ります。

－ 

え←、本圏域においては拠点を以下のとおり形成し、各拠点の役割にあった機能を誘導します－。

都市計画区域

' ,,, 
、

ζ？ 
日

るとともに、
や醸史建築等、

特性を生か

E をめざします。

拠点名称

上野森林公園

青山高原

赤目四十八滝周辺

伊賀上野城および城下町の歴史的まち並み

名張地区（名張藤堂家邸跡周辺および初瀬街道沿いの、
I' 

まち並み）

伊賀鉄道上野市駅周辺

近鉄名張駅周辺

近鉄桔梗が丘駅周辺
名張

伊賀

張
一
賀

名
一
伊

名張

伊賀

伊賀市

名張市

伊賀市

名張市

伊賀市

名張市

市名

自然
交流拠点

歴史・文化
交流拠点

拠点名

広域拠点※1

交
流
拠
点

上野公園

道の駅「いが」

モクモク手づくりファーム

道め駅「あやまJ

青蓮寺湖周辺地区

伊賀伊賀市レクリエーション等
交流拠点

※2 

名張

広域的な
防災拠点

※3 

三重県広域防災拠点（伊賀拠点）

上野総合市民病院
伊賀

名張市

伊賀市

広域処点

交諸拠点
広場的な防災拠点

広港連携軸（圏域外）

広境連携軸（リニ7中央新幹緯想定ルート）

地主義高規格道路（計画路韓）

広域連携軸（道路）

匿域内連携軸〈道路交通）

圏域内 ~旦
連携軸 i私鉄

（鉄道） ~ 
インターチェンジ

肪災連携軸

都市計画区域

用途地域｜住居系・禽業系

工業系 j工業専用地域・エ業地域

用途地域｜準エ業地域

工業系土地利用誘導ゾーン

｜自然公庫（特別地域）
自然交涜
地区 ！自然公園（普通地域）

｜その他
行政区域

事・

。
llWY 

名張市 ｜ 名張 l名張市立病院

※1：都市機能の集積評価（都市施設の立地状況、人口集中地区等）と交通アクセス機能の評価（鉄道交通・パス交通

の状況、幹線道路の整備状況）により一定基準を満たす地区

※2：主要観光地や広域交流のための施設整備等が行われている地区・施設

※3：三重県地域防災計画に位置づけのある施設

一体の圏域形成に向けた方針

① 都市計画区域の再編

－長期的には行政区域を越えた都市計画区域の再編について検討します。

②都市計画区域の指定

－伊賀市の島ヶ原地区と大山田地区につい2て、今後、必要な調査を実施し、必要性が認められた場ー

合には、都市計画区域への編入等を実施します。

(5) 

一一一万万一；一一一回

離議

ガ
一
隅
一
概
一
盛
口

※広域連携軸および圏域内連携軸は、本計画策定時の道路および、計画・構想、を示したものです。32 



瞳土地帯j用親昔話の基本方針

本区域では人口、世帯数ともに減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれます口大幅な市街地の

拡大は見込まれないこと、また、伊賀市において「伊賀市の適正な土地利用に関する条例」による土地の適正か

っ合理的な利用の推進が図られていることから、区域区分は適用せず、用途地域の指定、立地適正化計画の推進

等の土地利用の規制や誘導により、無秩序な市街化を抑制します。

盟主喪主主審替市計画の決定方針

離離麓盟罷蕗藷謹櫨輯麓輯購購轟轟麟輔覇輯購鱒購鞠麟麓麟輯轟轟輯輯輯轟轟鱒
0住宅地
広域拠点では、複合的土地利用により、都心居住機能を配置します。なお、本区域の広域拠点では、歴史的・

文化的地域特性を生かした中心市街地の形成をめぎすことから、歴史的まち並みと調和した建物への誘導等を

進めます。

地域拠点及びその周辺地では、公共交通の利便性向上に向けた支援を促進し、居住機能を配置します。

既存の市街地では、日常生活に必要な施設に配慮しながら、低層住宅地、中高層住宅地、一般住宅地を配置し
ます。

0商業・業務地

広域拠点では、都心居住や中心市街地の活性化、広域交流の促進を支援する多様な都市機能を配置します。な

お、広域拠点のうち、今も残る城下町の町害iや歴史的・文化的地域特性を生かした中心市街地の形成をめざす区

域については、新たな大規模集客施設の立地を誘導しないとととします。

広域拠点以外の商業・業務地では、新たな大規模集客施設の立地を抑制します。
O工業地

語た怠農業主~在産業V..￥.盟主J促進.:tゑた？合λ）；業1-&.思議塊搭三思議強搭~~.l'.?.＝恩.＜！？.~業担g;P.P.主L邑治？を~~
］］；曹三喜よ三よ~－譲討.：.？：. 定主たた連盟主.±.業塊ιk];}g震.Y.主主！~.ヰ蒸~－主塊剖思議議；（二ど－~ζ2~－~エ~；！；.＇＼.華麗
的！；..壬菜旗法主誘導.1:.｝・．監査.~..t.. ・之之主活却..~2.2λ．必要怠碁蕗葉信主準設主主：~.. 
O都市防災の観点から必要な市街化の抑制等Iこ関する方針

製息亙立主笠周辺監区2ビヨL議車鹿お強豆麗家主裏腹~会出血よ盟店主L三島ほ隆三ょ二
震安革主旦ゑゑヱ主主畳表忽既感車窓損ζ長立五蓋」三ゑ宣222.笠通じ区壌iζついては、強襲捜区金昼震よζ

土建築惣2彊造現劃ι箆ゑ念館劃痘笠の検討え~進します。

0交通施設

.Y..三7..~薗来新設務．筈J.；；よゑ広惑~.z..t.2.ニざ.~... :tnム~；；露続土ゑ会去）.？；逗J：；食生主総主：敢会柔道圃佐－~~~構築
を進めます。
道~j;'2じ：qi:i.既定~.I'... ~.才一乞査．勃J.~活J百，1-:.tt..~.~b.~J.車需要交都．百機能合連接J；封；応2：ゑふよ.tJ；.＼.家会；怯
£沿道翠是主主底Lλa録制.Fatt.Ii主院層的！.~道~主之．上.2..二／！..＜！？.：罷祭主進~.主l~.日却ネ；r.}.. JJ.三T..T.去翫詮議~.
整備瀦悲i主主柔主主.~.よ.2.ふ..~事擁~－~連会．之上.2~コg.よ．合連携強弘主圏旦主主9…
パス交通については、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点および周辺の整備に加え、パーク・

アンド・パスライド等の利用促進について検討しますO

市内の各拠点と集落地等の連携については、移動円滑化の支援のため、伊賀市地域公共交通網形成計画をもと

に、バス路線の維持、コミュニティパスやデマンドシステム（パス、タクシー）等の導入について検討します。

0下水道及び河川

生活環境の改善や河川等の水質悪化を防止するため、地域の状況に応じ、農業集落排水事業等との連携を図り
ながら、引き続き公共下水道の整備を促進します。

河川については、自然環境と良好な水辺環境の維持に配慮しつつ、河川整備を進めます。

鑑罷龍諜寵謹議盤盤調購輯輔騨轟轟轟購 監謹醸護髄謹麓盟謹聾謹罷寵覇瞳購
伊賀鉄道上野市駅周辺については、都市機能の充実

を引き続き図るとともに、周辺の市街地については、目

歴史的景観等に肥慮しながら、公共施設の整備、土地

利用の純化等により居住環境の改善に努めます。埠撞

拠点等では、まちの活力を維持できる生活基盤の整備

や、長好な居住環境形成のため、市街地の整備を検討

します。

とれらの実現にあたっては、柔軟な士地区画整理事

業等の適用等の取組を進めます。

本区域は、周囲を山地や丘陵地の樹林地に固まれ

ているほか、木津川等の河川や点在するため池があ

り、身近な自然環境に恵まれています。

また、地球温暖化対策の観点から、 C02の吸収源と

なる緑地を積極的に保全し、創出することが必要で

あり、都市防災の観点から、雨水流出や土砂災害の

抑制に資する緑地の保全が重要となっています。

このため、これらの自然環境を保全するとともに、

レクリエーション機能や防災機能等を考慮し、公園、

緑地等の計画的な配置を図ります。
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購土地鞘鼎輝舗の轟本方針

木区域では人口が減少傾向にあり、今後もとの傾向が継続すると見込まれます。世帯数は増加傾向にあります

が、今後急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の阻害は見込まれないことから、区域区分は適用せず、用

途地域の新規指定や見直しすることの他、特定用途制限地域の指定等を検討することにより、無秩序な市街化を

抑制します。

瞳主饗な書事帯計画の決定方針

麟罷額器寵麓器購輯轟轟轟轟鱒鱒鱒欝購麓欝鱒鱒轟轟轟欝輔鱒欝輯麟轟轟轟
0住宅地

広域拠点では、都心居住機能を配置します。近鉄名張駅～名張市役所周辺では、隣接する名張地区の歴史・文

化資源に配慮しつつ、土地の高度利用や複合利用を図ります。また、近鉄桔梗が丘駅周辺では、交通結節点とし

ての機能を生かしょ利便性の維持や増進を図ります口

既存の市街地では、日常生活に必要な施設に配慮しながら、低層住宅地、中高層住宅地、一般住宅地を配置し

ます。

0商業E業務地

広域拠点では、都心居住や中心市街地の活性化、広域交流の促進を支援する多様な都市機能を配置します。広

域拠点のうち周辺に人口が集積し公共交通の利便性が高い区域では、新たな大規模集客施設の立地を誘導しま

す己

広域拠点以外の商業・業務地では、新たな大規模集客施設の立地を抑制します。

また、交流拠点を訪れる交流入口を取り込んだ、活性化方策についてもあわせて検討します。

O工業地

裁た怠産業主·~在庫業9..￥.掠．主j是護士ゑt.；.~ふ．芸美m.思議思惑史展途思惑.ft.Q.ご思.<!2.主義損i~P.P..-t.~..自．治佐.Q.
罰；震〔笠i三よY!.議討，．：．選定ξht~迫強空手業塊ι」，I臨露関l-d主主兵輔・
0都市防災の観点から必要な市街化の抑制等に関する方針

製息及立支2思辺撞区2ど三位、都市防災住鐙盃施策を実施しム宏全民企；血よ之恩立主主ιぷ色色玄隆三ょ二
定C主主主L~1L2主住居還金基盛車箆損長長投ゑ葦」え及室旦2:2怠高じ区議ι2心エ民L強壌担区~
や建築物の撞造翠劃ι鐙豆会卸劃定笠2強置室銀進主主主a

0交通施設

.2 ..三T..:P.去新設続安.t・三よゑ．広議会質之．九三二.？..時）... ~たムg；語読土，ゑ会凶器z.連%.食生t~捻金的主~混住~g?＿構築
を進めます。
道路.E：；二~－x~.I.tt~.毘安三．ム.':1..2..主主劾ζ｛百周.1:.ft..おム~~車震要ごと競百態態。連携，g；設店主.2.よ．主.~J~.＼.玄企性

；全治道譲事．主烹底ム．悲観i三応..V..（討長層民主道監主.'2..上.2..二！？..V.諜築主進治主．士宮山担＆:I.~・.JL三之町去翫幹線rJ2.
整鏡劾~玄主宰，立さ．．ゑよ.2.,:-...揖感f}]."$S.連主之上.2二Z.よ．合連議強i己主毘立主主9・岨・

パス交通については、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備に加え、パーク・ア

ンドーパスライド等の利用促進について検討します。

市内の各拠点と集落地等の連携については、移動円滑化支援のため、名張市地域公共交通網形成計画をもと

に、パス路線の維持、既存の地域コミュニティパスに合わせたデ、マンドシステム（パス、タクシー）等の導入に

ついて検討します。

0下水道及び河川

生活環境の改善や河川等の水質悪化を防止するため、地域の状況に応じ、農業集落排水事業等との連携を図り

ながら、引き続き公共下水道の整備を促進します。

河川については、自然環境と良好な水辺環境の維持に配慮しつつ、河川整備を進めます。また観光振興や地域

活性化の促進を図るために必要な親水空間の整備等を併せて進めます。

34 
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近鉄名張駅周辺及び近鉄桔梗が丘駅周辺

では、都市機能の集約を図るため、またその

他の市街地では、まちの活力を維持できる生

活基盤の整備や、良好な居住環境形成のた

め、柔軟な土地区画整理事業等の適用等によ

る市街地の整備を検討します。

本区域の南部は、室生赤目青山国定公園や赤目ー忘峡県立自

然公園に指定されているとともに、市街地周辺は田園や樹木林

等に囲まれて＼名張JII等が流下するなど水と緑に恵まれた自然

環境を有しています。

また、地球温暖化対策の観点から、 C02の吸収源となる縁地を

積極的に保全し、創出することが必要で、あり、都市防災の観点

から、雨水流出や土砂災害の抑制に資する緑地の保全が重要と

なっています。

このため、これらの自然環境を保全するとともに、レクリエ

ι ション機能や防災機能等を考慮し、公園、緑地等の計画的な

配置を図ります。
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都市計画区域
広域担点 寵議

支流拠点 l晶智嘗J• 

広場的な賄挺拠点 ~ 
性宅地住宅芽凋途地域、商業・業務地滴業系用途地境）
工業地（工業系用途地域） 額襲撃
都市計画公園・都市計富緑地等 覇掴

優良農地（農提農用地） 議鱗
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【構成市町1
・尾鷲市、熊野市、紀北町御浜町、紀宝町

の2市3町

【構成都市計画区域］

－尾鷲都市計画区域（尾鷲市の一部）

・熊野都市計画区域（熊野市の一部）

－紀伊長島都市計画区域（紀北町の一部）

・御浜都市計画区域（御浜町の一部）

( 1 .）圏域 E 都市計画区域の現状と取組

O地勢、人口、産業

・都市的土地利用が行われている地域は、地形条件から熊野灘沿岸の一部の平地

や丘陵地に限定されている。

圏域の ｜ 国勢調査 ｜社人研推計値｜ ｜高齢化率
人口・世帯数 I2005 I 2010 I 2015 I 2020 I 2030 I ｜東紀州圏域
人口（千人） I s6 I so I 12 I es I s1 I 「三蚕東
世帯数（千世帯）I 37 I 35 I s3 
－製造品出荷、額は減少が続き、商品販売額は長期的には減少傾向。

・農林水産業が主要産業となっているが、担い手育成等の課題がある0

．観光入込客数は増加傾向。

0市街化動向

DID人口密度
I=!司ブ才W同」三L

空き家率 2013年
2005 2010 2015 

東紀州、i圏域（人／ha) 37.2 33. 0 30.2 東紀州圏域 24.2% 
二重県（人／ha) 42. 3 42.0 41. 6 二重県 15. 5% 

建築着工、農地転用 建築着工（件数の割合） 農地転用（面積の割合）

東（2紀OJ州0～国2域015年） 用途地域内 l用途地域外 用途地域内｜用途地域外
s. 3% I 96. 7% o. s% I 99. 2% 

0都市施設・公共交通

2015年

40. 0% 

27. 9% 

都市施設の ｜：都市計画道路｜ 汚水処理 ｜都市計画公園 ｜・自家用車への依存が
整備状況 ｜ 整備率 ｜ 人口普及率 I 1人当たり面積｜ 非常に高く、公共交
東紀州圏域｜ 81. 8% I 39. 9% I 2s. o rrVλ ｜ 通の利用者が減少。

三重県 I si. 1% I 84. 4% I 10. 4 rrU人

0自然環境、災害等

・豊かな自然環境と「世界遺産・熊野古道」を擁する全国的に著名な観光地となっ

ているD

－南海トラフ地震では、沿岸部を中心に大きな被害の発生が想定されている 0

・全国屈指の多雨地帯マあり、風水害の発生が懸念されている。

0取組 、1
・紀勢自動車道、熊野尾鷲道路等の広域的道路網や三木浦漁港等の水産基盤の整備

・「伊勢熊野みち」が日本風景街道に登録され、更なる観光振興に向けた取組

－沿岸部の地震津波対策、丘陵部の士砂災害対策等、災害時における孤立防止対策

等

(3）都市計画の理念：

『自然・文化と命の道により交流を育お、美しい風景の中に暮らすまち』

自然・文他面で重要な資源を有している圏域であり、地域の悲願であっ疋災害時の救援や地域の命を支える「命の道」として

の高速道路の整備が進み、その整備効果を活用しだ広域交流の拡大を進めるため、地域振興の展開として、農林水産業の高位加

価値化や「吉野熊野国立公園」、「世界遺産・熊野古道」等の地域資源の保全・利活用を進めることにより、持続的で安全・快適

な暮らしの揚を提供する都市をめざします。

(2）圏域・都市計画区域において都市計画が担うべき中心課題 (3）都市計画の目標

域地
－景観や自然環境の保全を考慮した拠点・施設整備を行い地域の魅力 －自然環境や歴史・文化資産の保全に努めるとともに、地域の重要な

を高め、発信していくこ左が必要です。 産業である農林水産業の高付加価値化等の地域振興を進めるなど、

魅力の －既存の都市施設や都市機能、歴史・文化を背景とするまち並み等の 多様な地域資源を生かした地域独自の取組が複層的に連携するこ

雨m イ性~ 閤 ヌトックを生かしながら、都市空間を魅力あるものとしていくこと どでさまざまな魅力を生み出す圏域づくりを進めます。

が必要です。 －古いまち並みや水・緑に固まれた良好な生活空間は、安らぎや潤い
上か ・市街地の周辺では、優良農地の保全を図りつつ、地域コミュニティ を与える場、ゆとりあるオープンスペースとしての保全や活用を図

し への支援を目的とする適切な土地利用規制・誘導を図るととが必要 り、都市の付加価値を高めます。
た

です。 －郊外の住宅地等は、自然豊かなゆとりのある暮らしの場にします。

－既存ストックの有効活用を促進するほか、特に中心市街地における －都市機能を維持するために集約を図る拠点を形成・配置し、各拠点

広域交流を取り込んだ商業集積の促進により、圏域全体の活性化に 聞の相互連携が可能な都市構造の構築をめざします。

結びつけることが必要です一。 ・生活利便性に直結する商業・業務、医療等の都市機能は、拠点ハ計

生都市機能

－人口減少に伴い空き地や空き家が発生し、市街地の低密度化がさら 画的に誘導するなど、立地の適正化を図ります。

に進行すると予測されており、生活利便性を確保するために必要な －都市機能の集約を図る拠点およびその周辺等への居住の誘導を図る
都市機能を維持することが必要です。 二とにより、拠点周辺等の人口密度を維持し、生活サーピスやコミ

便活利性の －幹線道路ネットワークや公共下水道等について計画の必要な見宜し ュニティが持続的に確保されるまちづくりをめざします口
を行い、整備を進めるとともに、都市施設の充実および適切な維持 －低密度化が進行するなか、公共施設の整備や再編等の検討において、

EのF塾 管理を計画的・効率的に進めるととが必要です。
既存施設や計画の廃止を含めた見直しを行い、施設の整備、維持・

・超高齢社会への対応と環境負荷の低減に向け、公共交通のサービス
更新等を効率的に行うことで、生活サーピスが一定水準以上確保さ

レベルの維持・向上を図るとともに、公共交通の利用を促進するた

めの交通結節点および周辺施設の整備も必要です。
れることをめざします。

・超高齢社会に対応するため、ユニバーサノレデ、ザインを考慮した施設

の整備・維持を促進し、高齢者や障がい者、子ども等誰もが安全で

安心して生活できる環境を形成します口

－沿岸部を中心に地震災害による大きな被害が想定されていることや ・「防災・減災」に必要な避難施設等の整備や長寿命化を図り、災害

性由茎雪災t」

洪水被害、土砂災害等の風水害が懸念されているこ左をふまえ、防 に強い都市づくりを進めるとともに、災害時の防災・医療の拠点と

災・ト避対難策施を設一の件整備等のハード対策と土地利用の規制・誘導等のソ 各地域の連絡を強化し、安全・安心を実感できる生活環境づくりを

フ対策 体的に進めることが必要です。 進めます。
のきIひ －緊急輸送道路や河）I ［・海岸堤防、土砂災害防止施設等め公共土木施 ・災害リスクの高い場所では、避難場所や避難路の整備を進め、用途
向 し

設について、未整備箇所の整備や、老朽化対策を進める必要があり を考慮、した都市的土地利用の抑制や建築物の構造規制等を行うほ上た
ます。 か、災害リスクの低い場所への都市機能や居住の移転を進めるな

ど、災害に強いまちづくりに向けて、都市構造の再編を検討します。

－紀勢自動車道および熊野尾鷲道路等を活用することにより地域内外 ・紀勢自動車道や熊野尾鷲道路、それらを含む幹線道路網等を基盤と

の交流を促進し、地域活力に結び付けていくことが必要です。 して、多様な自然環境や歴史・文化資産、あるいは農林水産業とい

域活地力興産業振

－豊かな自然環境や「世界遺産・熊野古道」、個性ある歴史・文化資 った地域資源を生かした観光産業等により広域交流が生み出され

産については、次世代に引き継ぐため保全することを前提としつつ る、活力ある圏域づくりを進めます。

観光への利活用を図ることが必要です。
のに

－農林水産業の振興を図るとともに、これらを資源とした観光・交流向よ
上る の拡大による地域活力の向上が必要です。

• 2027年のリニア中央新幹線東京・名古屋間開業により、拡大する

と予想される交流人口の取り込みが必要です。
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(4）圏域・都市計画区域の将来都市構造

0広域拠点：多様な生活サービス施設等が集積し、市町を越えた公共交通等の結節点となる地区のうち、

さらに居住や都市機能を誘導する地区を広域拠点、として位置づけます口

0交流拠点：自然、歴史・文化、レクリエーション等の交流活動が行われる拠点的な地区を交流拠点に位

置づけ、アクセスの向上等を図ります。

0広域的な防災拠点：広域的な防災機能を備えた施設や災害時に拠点となる医療機関等を位置づけ、市街

地整備や緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を進めるなど、拠点周辺地域の防災性向上を図ります。

木圏域においては拠点を以下のとおり形成し、各拠点の役割巳あった機能を誘導しますo

拠点名 市町名 都市計画区域 拠点名称

尾鷲市 尾鷲 JR尾鷲駅周辺（尾鷲市役所）
広域拠点※1

熊野市 熊野 JR熊野市駅周辺（熊野市役所）

尾鷲市 三木里海水浴場

熊野
新鹿海岸

自然 熊野市 鬼ヶ城・大治海水浴場

交流拠点 丸山千枚田

紀北町 紀伊長島／都市計画区域外 熊野灘臨海公園（ 3地区）

御浜町 御浜 七里御浜海岸

歴史・文化
尾鷲／御市／浜熊町野／紀市／宝紀町北町

尾鷲／熊野／紀伊長島／
世界遺産・熊野古道

交流拠点 御浜／都市計画区域外

尾鷲
尾鷲港（イタダキ市）

3と 尾鷲市 熊野古道センタ）・夢古道おわせ
j）古IL みえ尾鷲海洋深層水アクアステ｝ション・おわせ深層水しお学舎

拠 山崎運動公園
占 熊野 道の駅「熊野・花の窟」

※2 熊野市
鬼ヶ城センター
湯ノ口温泉・入鹿温泉瀞流荘

レクリエーション等 道の駅「熊野・板屋九郎兵衛の里J
交流拠点 道の駅「熊野きのくに」

熊野市／御浜町 熊野／御浜 里創人熊野倶楽部

道の駅「紀伊長島マンボウJ

紀北町
紀伊長島 長島港（きいながしま港市）

紀北PA「始神アフスj

道の駅「海山」

御浜町 御浜 道の駅「パーク七里御浜J
紀宝町 道の駅「紀宝町ウミガメ公園J

ニ重県広域防災拠点（東紀州〔紀北〕拠点）

尾鷲市
尾鷲 尾鷲総合病院

広域的な占
尾鷲港
ニ木浦漁港

防災拠
熊野市 熊野 二重県広域防災拠点（東紀州 f紀南〕拠点）

※3 
紀北町 紀伊長島 長島港
御浜町 御浜 紀南病院

紀宝町 鵜殿港

※1：都市機能の集積評価（都市施設の立地状況、人口；集中地区等）と交通アクセス機能の評価（鉄道交通・パス交通

の状況、幹線道路の整備状況）により一定基準を満たす地区

※2：主要観光地や広域交流のための施設整備等が行われている地区・施設

※3：三重県地域防災計画に位置づけのある施設

(5）一体の圏域形成仁向けた方針

J① 都市計画区域め再編

－長期的には行政区域を越えた都市計画区域の再編について検討します。
②都市計画区域の指定

・必要に応じて都市計画区域の拡大や準都市計画区域の指定を検討します。
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※広域連携軸および圏域内連携軸は、本計画策定時の道路および計画・構想を示したものです。



監麗組謹接語盟議轟鑑踏襲轟轟輯轟轟輯轟轟輯土地潤賠輝君講師基本方針

本区域では人口、世帯数ともに減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれます。区域内におけ

る市街化の動向から急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の租害は見込まれないため、区域区分は適用

せず、必要な場合には用途地域や特定用途制限地域の指定等を検討することにより、無秩序な市街化を抑制し

ます。

霊童主喪主主書富市計麗の決定方針

瞳罫髄蕗盟議轄器調瞳輯醸購輯購轟轟購購麟瞳購購轟轟轟轟鶴鱒覇輯麓璽輯轟轟覇
0住宅地

広域拠点では、土地の高度利用や複合利用等により、居住機能を配置します口

既存の市街地では、日常生活に必要な施設の配置に配慮しながら、適切な密度構成にしたがった住宅地を配

置します。

0商業E業務地

広域拠点では、都心居住や中心市街地の活性化、広域交流の促進を支援する多様な都市機能を配置します。

広域拠点以外の商業・業務地については、地域のまちづくり方針を踏まえ、適切な維持に努めます。

なお、大規模集客施設の立地については、既存の商業機能が維持され、中心市街地の活性化を図るための調

整を行ったうえで、広域拠点において商業地域や近隣商業地域の用途地域指定を検討します。

0港湾地域
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!.1:.LV.主ru主昂ぶ倉：~－た都．古it頭法定笠乞桧討.＼.；.！主守温風賀田港については、地場産業や流通拠点機能等の維持を

図るとともに、臨港地区の指定を維持します。

0都市防災の観点から必要な市街化の抑制等に関する方針
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パス交通については、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備に加え、パーク・

アンド・パスライド等の利用促進について検討します口

市街地の郊外にある集落地等と市街地との連携については、移動円滑化支援のため、パス路線の維持、デ、マ

ンドシステム（パス、タクシー） I等の導入について検討します。

0下水道及び河川

生活環境の改善や、河川等の水質保全を図るため、地域の状況に応じた適切な生活排水処理を促進します。

河川については、自然環境や良好な水辺環境の維持等に配慮しつつ、治水対策を進めます。

JR尾鷲駅周辺等の中心市街地の活性化や居住環境

の改善等に取り組みます。

その他の地域を含め、散在する空き地等を集約・再

編し、地域に必要な公共施設等を整備する必要がある

場合、柔軟な土地区画整理事業等の適用に向けた検討

を行います口

現況の海岸緑地や市街地周辺の緑地左、今後の市

街地形成との調和を図りながら、都市の骨格形成に

資する緑地の整備又は保全を図ります。

ー豊かな自然環境と共生する都市づくりのため、ま

た、 C02の吸収による温室効果ガス削減の観点から、

市街地及びその周辺の緑地の保全や整備を図りま

す。
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業〉 鍛野市の一部

輔土地朝間規制の議長本指針

本lK域では人口、世帯数ともに減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれます。区域内におけ

る市街化の動向から急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の阻害は見込まれないため、区域区分は適用

せず、必要な場合には用途地域や特定用途制限地域の指定等を検討することにより、無秩序な市街化を抑制し

ます。

瞳主要牟都市計閣の決定方針

盤蕗覇璽謹罷罷轟轟轟轟轟轟鱒輯輔購轟轟轟購購輯轟轟鱒輯轟轟轟轟輔輯麟

38 

0住宅地

広域拠点では、土地の高度利用や複合利用等により、居住機能を配置します。

既存の市街地では、日常生活に必要な施設に配慮じながら、適切な密度構成にし’たがった住宅地を配置しま

す。

0商業・業務地

広域拠点では、都心居住や中心市街地の活性化、広域交流の促進を支援する多様な都市機能を配置します口

広域拠点以外の商業・業務地については、地域のまちづくり方針を踏まえ、適切な維持に努めます。

なお、大規模集客施設の立地については、既存の商業機能が維持され、中心市街地の活性化を図るための調

整を行ったうえで、広域拠点において商業地域や近隣商業地域の用途地域指定を検討します。

0都市防災の観点から必要な市街化の抑制等に関する方針

恐息及Qその周辺壇ζついては、都市防組三億豆撞家主裏腹ム二安全性の血よ主恩立主主Lよhらを除く、

二定包藍主立之主之丞注底豆2監盛市街地に担当蓋以皇室旦~長貰と区壊住2どエ込担惑捜区企強ま
土建翠盈~豊造翠車区鐙豆急創制定等の偉宣主促進L主主g

0交通施設

.2.三l..:P.去裁強縫うと高譲！.~.？.！笠<R.広或主之．と2.ご.？..：－... ~.ti:主任語読：？：ゑ会長.~連主食生た経企挽主2言語佐蒸．
.Q~童築主造投主主：F・..
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バス交通については、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備に加え、パーク・

アンド・パスライド等の利用促進について検討します。

市街地の郊外に所在する集落地等と市街地との連携については、移動円滑化支援のため、パス路線の維持、

デマンドシヌテム（パス、タクシー）等の導入について検討します。

0下水道及び河川

生活環境の改善や、河川等の水質保全を図るため、地域の状況に応じた適切な生活排水処理を促進します。

河川については、自然環境や良好な水辺環境の維持等に配慮しつつ、河川整備を進めます。

・・-

J R熊野市駅や記念通り・本町通りを中心とす

る広域拠点及びその周辺地においては、本区域の

玄関口としてふさわしいまち並みの創出に向け、

必要に応じて市街地開発事業を検討します。

その他の地域を含め、散在する空き地等を集

約・再編し、地域に必要な公共施設等を整備する

必要がある場合＼柔軟な土地区商整理事業等の適

用に向けた検討を行います。

轍欝盤欝盟欝議欝理盟書響額鰹輔輯瞳輯輯撞

風光明婦な自然環境が保全されている海岸線は、適切に

保全を図りますD 市街地の郊外に所在する田園や山林等の

豊かな自然環境については、保全を前提左しつつ、レクリ

エーションや防災への利活用、並びに公園の適切な配置を

促進します。

豊かな自然環境と共生する都市づくりのため、また、 C02

吸収による温室効果ガス削減の観点から、市街地及びその

周辺の緑地の保全や整備を図ります。

行政界
蔀苦言薗区域
$域拠点
妄藻車京
広域的な防災拠点
都市計画公園・都市計画緑地等
優良農地（麗振慶用地）

i都市計画道路
広域的な並置づけのある道路l都市計画道路以外
鉄道（JR)

歴史連携軸
河川・海



紀伊畏 画区域〈素案〉 紀北町の一部

輔土地帯j摺親舗の基本方針

本区域では人口、世帯数ともに減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれます。区域内におけ

る市街化の動向から急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の阻害は見込まれないため、区域区分は適用

せず、必要な場合には用途地域や特定用途制限地域の指定等を検討することにより、無秩序な市街化を抑制し

ますロ

瞳主喪主主都市計画の決定方針

覇欝罷罷藍韓盤調覇寵輯輯轟轟轟轟輯轟轟輔購欝購輔輯輯輔輯輔輯輯轟購覇輯臨
0住宅地

地域拠点及びその周辺地では、居住機能を配置し、良好な居住環境の形成や定住の促進、支援を図ります。

既存の市街地では、日常生活に必要な施設の配置に配慮しながら、適切な密度構成にしたがった住宅地を配

置します。

0商業・業務地

地域拠点では、地域住民の日常の消費需要に応じた、商業・業務地を配置します。その他の商業・業務地に

ついては、地域のまちづくり方針を踏まえ、適切な維持に努めます。

0都市防災の観点から必要な市街化の抑制等に関する方針

艶息及びその周辺地に2ピエ註、都市防災に係盃撞笈之芸麗~安全性の向上を図りま士ιぶ；弘らを除く、

二定金悲恋旦互主2主主底丞2監感度盆担司三位ゑ蓋」えゑ宣立三之宣車じ底捜区2じエ且ふ民議境区忽彊ま

ま建築扱包接造翠i制に係る条例制定笠2強貫生促進主主主阜

0交通施設
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パス交通については、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備に加え、パーク・

アンド・パスライド等の利用促進について検討します。

市街地の郊外に所在する集落地等と市街地との連携については、移動円滑化支援のため、パヌ路線の維持、

デマンドシステム（パス、タクシー）等の導入について検討します口

0下水道及び河川

生活環境の改善や、河川等の水質保全を図るため、地域の状況に応じた適切な生活排水処理を促進します。

河川については、自然環境や良好な水辺環境の維持等に配慮しつつ治水対策を進めます。

融 頼 関 盟 理 盟 関 轟 轟 轟 轟 轟 轟

土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針等を

踏まえ、中心市街地の活性化や居住環境の改善等に取

り組みます。

その他の地域を含め、散在する空き地等を集約・再

編し、地域に必要な公共施設等を整備する必要がある

場合、柔軟な土地区画整理事業等の適用に向けた検討

を行います。

現況の海岸緑地や市街地周辺の緑地と、今後の市

街地形成との調和を図りながら、都市の骨格の形成

に資する禄地の整備又は保全を図りますD

豊かな自然環境と共生する都市づくりのため、ま

た、 C02吸収による温室効果ガス削減の観点から、市

街地及びその周辺の緑地の保全や整備を図りますD

凡例

NS 

をュ
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盤龍盟藍翠覇議離騒輯瞳輯輯轟轟轟購土地帯i関親輔の基本方針

本区域では人口、世帯数ともに減少傾向にあり、今後もこの傾向が継続すると見込まれます口区域内におけ

る市街化の動向から急激な市街地の拡大や保全すべき自然環境等の阻害は見込まれないため、区域区分は適用

せず、用途地域の指定を維持することの他、必要な場合には特定用途制限地域の指定等を検討することにより、

無秩序な市街化を抑制します。

盟主聾な事事市計麗の決定方針

覇盟塑臨麗蕗寵韓関聾購轄轟轟轟瞳覇輯輯罷輔盤購轟轟轟輯覇盤輯轟轟轟轟購
0住宅地

地域拠点及びその周辺地では、居住機能を配置し、良好な居住環境の形成や定住の促進、支援を図ります。

既存の市街地では、日常生活に必要な施設に担慮しながら、適切な密度構成にしたがった住宅地を配置しま

す。

0商業・業務地

地域拠点では、地域住民の日常の消費需要に応じた、商業・業務地を配置します。その他の商業・業務地に

ついては、地域のまちづくり方針を踏まえ、．適切な維持に努めます口

0都市防災の観点から必要な市街化の抑制等に関する方針

拠点及びその周辺地につい三艮L護主殴袋ζ箆盃趨笈玄室旗ム安全性2庇ム之国立店主Lよnらを除くム

二度金藍金三立五二もった住居茅辺濃感車箆損ι主位盃蓑~ゑ宣立三ilJ2責kこ区域についI_は、地域地区の見草

しや建築惣企撞造翠劃住箆豆会飽劃ま笠2強琵宣銀進」主主L

0交通施設
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パス交通についでは、鉄道との一体的な利用を促進するための交通結節点及び周辺の整備に加え、パーク・

アンド・パスライド等の利用促進について検討します。

市街地の郊外に所在する集落地等、市街地との連携についでは、移動円滑化支援のため、パス路線の維持、

デマンドシステム（パス、タクシー）等の導入について検討します4

0下水道及び河川

生活環境の改善や、河川等の水質保全を図るため、公共下水道の適正な維持管理を図るとともに、地域の状

況に応じた適切な生活排水処理を促進します。

河川については、自然環境や良好な水辺環境の維持等に配慮しつつ、河川整備を進めます口

40 

中心市街地の活性化や居住環境の改善等に取り組み

主主」

その他の地域を含めミ散在する空き地等を集約・再

編し、地域に必要な公共施設等を整備する必要がある

場合、柔軟な土地区画整理事業等の適用に向けた検討

を行います。

風光明娼な自然環境が保全されている海岸線は、

重要な地域資源であることか与、適切に保全を図り

ます。

豊かな自然環境と共生する都市づくりのため、ま

た、 C02吸収による温室効果ガス削減の観点からよ市

街地及びその周辺の緑地の保全や整備を図ります。

N
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(4）三重県流域下水道事業への公営企業会計の適用（条例改正）及び

三重県流域下水道事業経営戦略（仮称）の策定について

1 三重県流域下水道条例の改正

( 1 ）背景

平成 27年1月27日付けで、総務大臣から全国の都道府県知事及び指定都市市長

あて、令和2年4月までに、下水道、事業に公営企業会計を適用するよう通知がありま

した。こ‘れを受け流域下水道の経営や資産の状況を正確に把握し、財政マネジメン

トの向上を図るため、流域下水道事業にかかる全ての固定資産の調査＝評価や企業会

計システムの構築等を進めてきました。

(2）改正の目的

流域下水道事業に公営企業会計を適用するため。

(3）＇主な改正内容

流域下水道事業の供用開始に合わせて昭和 62年に制定した「三重県流域下水道

条例」に、－地方公営企業の設置、財務規定（発生主義”複式簿記の採用等）の適

用、経営の基本などの条項を加えます0 • 

(4）今後のスケジュ←ル

令和元年11月 三重県流域下水道条例の改正を議案提出

令和2年4月 条例施行

2 経営戦略の策定

( 1 ）背景‘

平成 2.8年1月26日付けで、総務省から全国の都道府県等あて、令和2年度まで

i二、中長期的な視野に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定するよう通

知がありました。

(2）策定の目的

三重県流域下水道事業における経営計画は、これまで3年ごとに改定を行う維持

ゐ管理負担金の単価を定める収支計画として作成してきたところですが、将来にわた

って安定的に事業を継続していくため、公営企業会計の適用！こ合わせて、中長期的な

経営の基本計画として策定します。

(3）主な内容

流域下水道の現状と課題を踏まえたうえで、経営目標及び目標に向けた取組や、施

設”設備にかかる将来的な投資見込額と、その財源を示した投資・財政計画等を定め

ます。
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(4）計画期間

令和2年度から令和 11年度までの 1Q年間の計画とします。

(5）今後のスケジュール

令和元年12月 経営戦略中間案を常任委員会で説明

パブリックコメ・ントの実施

令和2年3月 経営戦略最終案を常任委員会で説明

ホームページ等により公表

【参考】経営戦略の構成（案）

第1章策定の主旨．

1 目的
2 計画の位置づけ

3 計画期間

第2章経営の基本
1 経営現念（存在意義）

2 ビジョン（将来の状態）
3 ミッション（使命〉
4 経営にあたっての行動基軸

第3章現状と課題

1 事業の概要
2 今後の見通しと課題

第4章今後の展開
1 経営目標
2 経営目標に向けた取組
3 成果指標
4 投資・財政計画

第5章計画の推進
1 進行管理
2 外部からの意見聴取
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(5）三重県建設産業活性化プランについて

1 新三重県建設産業活性化プラン（現活性化プラン）の概要

地域の建設業は人県民生活に必要不可欠な社会資本の整備・維持修繕はも

とより、災害時の安全・安心の確保や地域の雇用の創出など、重要な役割を

担っています。しかしながら、就業者の高齢化、若年就業者の減少が進行し

ており建設企業の経営環境は厳しい状況となっています。そこで、新たに受

注者目線で課題をとらえ、建設業の将来のめざす姿を見据え、建設業の活性

化が実感できることをめざして、f新三重県建設産業活性化プランJ（以下「現

活性化プラン」という。）を平成29年4月にとりまとめました。

現活性化プランでは、「技術力を持ち地域に貢献できる建設業Jを建設業の

将来ビジョンとし、その実現に向けて建設企業が解決すべき課題を「技術力ム‘

「地域貢献J,r経営力Jの3つのキーワードに区分して取組を進めています。

なお、現活性化プランの計画期間は、「みえ県民力ビジョン・第二次行動計

画」の期間とあわせて、令和元年度までとしています。

2 現活性化プランの取組と目標の達成状況

( 1 ｝主な取組

①技術力

贋生産性向上に向けた取組（建設 ICTの活用）

－積算能力の向上の取組（予定価格の事後公表の拡大）

周総合評価方式適用下限価格の引き下げ

－若年就業者等の定着に向けた計画的な育成？支援（資格取得支援）

②地域貢献

・地域維持型業務委託の改善と拡大℃除草業務へ拡大）

・地域維持型工事発注の実施（河床掘削、路側修繕等）

・災害対応訓練の実施

③経営力

E 適正な予定価格の設定（単価改訂頻度の見直し）

一低入札価格調査制度の改正（低入札調査基準価格の見直しおよび最低

制限価格の上限撤廃等）

－入職促進のための教育機関への働きかけと多様な県民へのインターン

シップの支援

・「土日完全週休二日制Jを条件とした入札の試行・拡大
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(2）目標の達成状況

キーワード 指標 目標 実績（H30末時点〉

若手技術者の登用率
技術力 〈工事における若手技術者（39歳以下〉の主 21% 12.3% 

任技術者、監理技術者の登用率〉

地域維持型共同企業体での施工率
53% 地域貢献 〈維持修繕工事における地域維持型共同企業体 66.5% 

での施工率〉

' 

経営力 売上高経常利益率 2.72% 3:54% 

【技術力】

「若手技術者の登用率」については、目標を達成できていません。登用率が伸

びない要因は、若手技術者の減少するなか受注や品質を優先し熟練技術者が田

置されたことなどが考えられます。

【地域貢献】

「地域維持型共同企業体での施工率Jは目標を達成しています。

地域の安全・安心の担い手である地域の建設企業を存続させるため、引き続き

取り組みが必要です。

【経営力】

「売上高経常利益率jは目標を達成しています。しかし、他産業と比較すると、

依然として低い値となっています。

※産業全体（国全体） 5匝 69% 
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3 県内の建設業の現状と課題

( 1 ）.技術力

①建設業の担い手

県内の建設業就業者数が減少する中、建設業の担い手については、概ね

10年後に大量離職が見込まれており、それを補うべき若年入職者の数は不

十分となっています。技術者においても同様に高年齢層の増加や若年齢層

の減少が進行しています。

犬量離職による急激な担い手不足の回避や これまで現場を支えてきた

技能司技術の承継が必要です。

図1 県内の建設業就業者数の推移〈三重県〉
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(2）地域貢献

＜災害圃家畜伝染病への対応＞

近年、頻発するゲリラ豪雨・台風による災害や突発的な家畜伝染病に対

し、その都度、地域の建設企業が緊急対応を担っています。今後も緊急対

応を速やかに講じることができる地域の建設企業の体制を維持し続けるこ

とが必要です。

0災害協定（※ 1）による緊急対応

平成 29年度は、豪雨・台風による災害が県内各地で発生し、各地域の建

設企業が災害協定に基づく緊急対応を計49件実施しました。

平成 29年 10月の台風第 21号の豪雨では、松阪市内の一般国道 166号

が土砂崩落により通行止めとなりましたが、災害協定により地域の建設企

業が迅速に対応し、当日中に通行止めを解除することができました。

0防疫協定（※2）による緊急対応

令和元年7月にいなべ市で県内初の豚コレラが発生しました。、防疫協定

により地域の建設企業が昼夜連続で 15日間、延べ 370人が従事し迅速に

埋却処分を完了することができました。
」＼

なお、防疫対応を行った三重県建設業協会及び同桑員支部に三重県知事

から感謝状が贈呈されました。

※1三重県と三重県建設業協会が締結している「地震・津波・風水害等の緊急時における基本協定」

※2三重県と三重県建設業協会が締結している「家畜伝染病発生時の緊急時における家畜処分の基本協定J
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(3）経営力

①平均完工高

平成 30年度の県内の建設業の平均完工高はよ約 1.3億円で平成 13年度

の約 2.3憶円に対し約 43%減少しており、県内の建設企業の経営は厳Lい
状況にあります。

図3 県内の建設業の平均完工高
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出典三重県建設工事等入札参加資格者名簿を元に作成
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②労働時間

県内の建設業の年間総実労働時間は、全産業と比較して 300.時間以上、

製造業と比べても 100時間以上の長時間労働の状況となっています。

また、 4適8休を実施しているのが2割以下の状況となっています。

長時間労働の是正等働き方改革への対応が必要です。
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出典三重県毎月勤労統計調査結果を元に作成

図6 建設業における休日の状況 CH30)

三重県

全国

0% 20% 40% 80% 100% 60% 

4週8休鐙4週7休濁4週6休没4週5休盤4週4休以下

出典．「地域の守り手Jアンケート調査結果〈東日本建設業保証株式会社〉を元に伴成
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4 担い手三法の改正

令和元（20↑9）年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確

法）J、「建設業法Jおよび「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

ーる法律J（担い手三法）が改正されました。

相次ぐ災害を受け地域の「守り手Jとしての建設業への期待や働き方改革

促進による建設業の長時間労働是正、 i -constructionの推進等による生産

性の向上などの課題に対応するため、改正された品確法では発注者の責務が

追記されました。

く発注者の責務〉

0働き方改革の推進

，適正な工期設定

a 施工時期の平準化

z 適切な設計変更

O生産性の向上への取組－

冒情報通信技術の活用等による生産性向上．

0災害時の緊急対応強化

－緊急性ビ応じた随意契約・指名競争入札等の適切な選択

1 災害協定の締結、発注者聞の連携
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5 次期活性化プランの策定について

現活性化プランの取組により建設業の活性化に向けて、売上高経常利益

率の向上など一定の成果はあるものの、将来の担い手を確保し、建設業が

災害対応やインフラ整備＝メンテナンスの役割を今後も果たしでいくこと

が必要です。

このため、現活性化プランの将来ビジョンである「技術力を持ち地域に

貢献できる建設業jに向けて引き続き取り組み、「担い手3法Jの改正を踏

まえ、次期活性化プランを策定じます。

策定にあたっては、外部委員から構成される「三重県建設産業活性化プ

ラン検討会議Jや建設業界と十分な議論を行います。

（参考）三重県建設産業活性化プラン検討会議 委員名簿

役職 氏名 分野

三重大学大学院
酒井俊典 学識経験者

生物資源学研究科．教授

町東日本建設業保証株式会社

重支店長
松井博孝 金融関係

三重県信用保証協会
真伏利典 金融関係

専務理事

公益財団法人三重県産業支援センター
演口正典 産業・経営

常務理事

株式会社百五総合研究所
小林ゆかり シンクタンク

主任研究員

三重県働き方改革推進アドバイザー
柴田佐織 働き方改革

株式会社8REA 代表取締役

県立津工業高等学校
庄司賢人 若手入職

。建設工学科科長

一般社団法人三重県建設業協会
杉本弘次 建設業関係

労働委員会委員長

市町（発注者協議会）
服部政徳 行政

亀山市産業建設部土木課参事兼課長

三重県県土整備部
渡辺克己 行政

部長
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6 次期活性化プラン策定にかかる今後の予定

－令和元年 11月 活性化プラン検討会議

－令和元年 12月 中間案常任委員会報告

・令和2年 2月 活性化プラン検討会議

－令和2年 3月 最終案常任委員会報告、策定
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I 1 策定趣旨 ｜ 
普段、通行している道路や、洪水を防ぐ河川堤防の整備などは、建設業が担っていますロこれ

らの公共土木施設を整備し、適切に維持管理をすることで、物流の高度化や洪水 z 浸水の被害の
軽減など、その機能が発揮され；県民の皆さんの安全 m 安心で快適な生活、高度な経済活動が成
り立っています。
これまで質の高い公共土木施設を整備し、維持修繕を行ってきたのが優良な建設業であり、今

後も公共土木施設の整備、維持修繕は地域の建設業が担うことになります。
また、地域の建設業は東日本大震災や熊本地震などの災害時に、道路啓聞や応急対応などにあ

たり、緊急物資の輸送や二次災害の防止に貢献しました。
このように、将来にわたり重要な役割を担い、必要とされる建設業ですが、計画的”安定的な

受注ができないなど、建設企業を経営していくことが困難な状況となっています。
そのため、建設業の活性化が実感できることをめざして、 「新三重県建設産業活性化プランj

を策定します。

2.新三重県建設産業活性化プラン取組方針

建設業の活性化のためには、すべての建設企業の自助努力が不可欠ですが、建設企業が取り組む
ことのできない入札＝契約制度の改善を中心に県が本プランに基づき、
めます。

3 計画期間

「みえ県民力ビジョン第二次行動計画j の期間と合わせて，、平成31年度までとします。

4 将来ビジョン

「技術力を持ち地域に貢献できる建設業J
～確かな技術で地域に必要とされ未来に存続する～

戸主謀のめざすべき姿｜
( 1 ）社会資本の整備と維持修繕を担う建設業

建設業は、良質な社会資本を提供するとともに、高度経済成長の時期に整備し、老朽化の進
む社会資本を適切に維持し、品質 E 機能を確保する役割を果たします白そのために、若年者
等の技術者”技能者を確保し、公共工事の品質を確保できる確かな技術 a 技能を将来にわた
り維持・継承できることをめざします。

（~）地域の安全・安心を担う建設業
建設業［ま、局地的な豪雨の頻発や、南海トラフ地震の発生が危倶される中で、災害発生時に
おける復旧＝復興という重要な役割を果たします。そのために、発災後に迅速に復旧 m復興
作業に対応できる能力を持ち続け、地域の安全確保に欠かせない建設企業として存在するこ
とをめざします。

(3）地域の雇用に貢献する建設業
建設業は〉地域の産業として、雇用を確保し経済活動を支えるという重要な役割を果たしま
す。そのために、地域の人たちを継続的に雇用できる安定した経営基盤を確立し、将来にわ
たって存続で．きることをめざします日
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ff 建設業をとりまく現状 ｜ 
,. ( 1）確かな技術力を持つ建設企業

1. 県内の建設投資は、平成3年度の 1兆4,658億円をピークに減少しており、平成26年度
には6,761億円とピーク時の半分以下となっています。

ノE Z 本県の当初予算額は、平成12年度の1,545億円をピークに減少しており、平成28年度は
599億円とピーク時の約40%となっていますD

＼ 

、

＼ 

3. 平成＇.27年度の国土交通省の発注した三重県内の建設企業が参加可能な工事， （一般土
木）は、約198億同でしたが、三重県内の建設企業がすべて受注しているわけではなく、
約23%（約46億円）の工事は三重県外の建設企業が受注しています口

4. 三重県内の常勤の現場労働者は、平成20年度に約8,400人であったのに対し、平成26年
度には約6,600人まで減少じています。

5. 建設業に就労した新規高校卒業者の約半数が3年以内に離職しています日
6‘県内の一級l土木施工管理技士のうちL、39歳以下の一級土木施工管理技士が占める割合
－は、平成17年度！ま全体の約22%でしたが、平成27年度は約14%まで低下しました。

7. 平成27年度に県が総合評価方式で発注した工事の昔日置予定技術者の平均年齢は約49歳
であり、若手技術者が工事を担当する機会が減少しています。

(2）地域に必要とされる建設企業

1. 近年は局地的な豪雨の頻発や、南海トラフ地震の発生も危倶されていますロ時間50mm
以上の豪雨の発生回数は、 30年前と直近10年を比べると約1.25倍です口南海トラフ地
震の今後30年以内の発生確率は70%程度とされています。

2. 災害協定を締結しているA. Bラシク建設企業の分布を旧市町村別に見ると、平成28
年度において旧9町村で災害対応空白地が発生しています。 ． 

3. 県土整備部の維持管理費は、．平成18年度は約72億円でしたが、平成28年度は約問億円
！こ増加しています。

4. 平成26、27年度に実施した道路施設の点検結果において、概ね5年以内！こ修繕が必要
な施設の割合は、橋梁では全体の約6%、 トンネルでは約58%、横断歩道橋では約
52%であり、継続的な維持修繕が必要な状況です白

Ca）未来に存続する建設企業

1. 本県の入札参加資格登録者は、当初予算額がピークであった平成12年度と比べ平成28
年度では6%程度の減少にとどまっており、過剰供給構造となっ．ています。

2 ..価格競争では〈約69%の入札においてくじ引きによる落札が発生している状況です白
3. 平成27年度の県土整備部・農林水産部の土木一式工事において、入札参加建設企業の

約42%が工事を受注できませんでした。
4. 県土整備部の発注件数について、各四半期ごとの発注件数の差は近年で、は縮まってい

るものの、第 1四半期では100件前後であるのに対し、第2～4四半期ではいす、れの
期間においても2'5.0件以上となっています。

6. 建設業の売上高経常利益率の平均値（売上高1億円以上の建設企業）は、平成2:6年度
は2.72% （過去最高値）でしたが、平成27年度は2.6'3%に低下しました。

6. 平成25年度の三重県事における工事落札率が平均8:9.3%であるのに対し、近隣県は93%
以上であり、三重県の工事落札率は近隣県より低い状況です。

7. 三重県の公共工事設計労務単価は、主要11職種において平成25年度に比べ平成27年度
で約10%上昇していますが、大工や左官の賃金！志聞き取り調査では約1%しか上昇し
ていません。

8. 建設業の従事者は減少しており、特に本県の39歳以下の就業者数は、平成、17年の約
28, 000人に比べ、平成22年は約22,000人と著しく減少しτいます。

9. 県立高等学校において、従来から土木覧建築系学科が無かった東紀州地域に加え、伊
賀地域においても土木・建築系の学科が無くなっています。

10.休業4日以上の死傷者数は年々減少しているものの、建設現場で、の事故はニュースな
どに大きく取り上げられ、危険な業種として認識されています。

11.大学生を対象としたアンケートでは、平成24年度から、行きたくない会社として、
「休日が少ない会社」と回答する学生の割合が年々高くなっています日

12‘公共工事の約8割の工事は4週4休もしくは4週5休であり、完全週休二日制を実施
しでいるエ事は5%となっていまdす。
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17 めざすべき建設企業像

( 1 ）確かな技術力を持つ建設企業をめざして・（技術力）

r 
～ここで解決すべき課題～

・1. 建設投資の減少による工事量の減少に対するe対応

2‘ 国等の県発注工事以外の公共エ事を受注するための技術力の向上
＆ 新しい技術（建設iCTなど）による生産性の向上

4冨 若年就業者等の定着促進
5. 若年就業者の有資格者の増加

、

¥.. ＇ ’ J 

( 1 ~ 1）固などの県発注工事以外の公共工事も受注できる技術力を身に着けます。

( 1 -2）若年就業者を育成し技術・技能を適切に継承します。

. ( 2）地域に必要とされる建設企業をめざして（地域責献）

r 司、

～ここで解決すべき課題～
1. 局地的な豪雨の頻発等の自然災害から地域を守る

2. 南海トラフ地震等大規模災害に対する準備
3. 災害対応空白地をカバーする体制の構築
4. 公共土木施設の健全化をめざす

5. 地域に必要な地域貢献の継続
6. 社会的責務を果たす

ノ＼ 

(2-1）社会基盤の安全確保を担うことにより地域住民の生活を守りますD

(2-2）複数の企業で協力体制を構築し大規模災害などに備えます。

(2-3）建設企業の特性を生かした地域貢献を通じて 地域の一員としての責任
を果たします。

(3）未来に存続する建設企業をめざして（経営力）

r 

、

～ここで解決すべき課題～
1. 計画的な経営のための情報の入手
2. 効率的な業務に向けた事業連携

3. 受注機会の拡大
4. 第1四半期における閑散期の解消
5慣 売上高経常利益率の向上 i

6. 適正価格での受注の拡大
7. 元請下請関係の改善検

8. 継続的な若年者等の確保
9. 労働環境の改善

(3ー1）協業化による企業連携を強化し、企業存続をめざします。
(3-2）計画的な受注により、将来につながる経営基盤強化を図ります。
(3-3）適正な利潤が確保される価格での契約により下請企業を含む関連企業に

利j聞が菌己分され、業界全体が安定経営できるようにめざします。
(3-4) 「土日完全週休二日制Jの実施など労働環境の改善に業界全体でめざし、

働きやすい職場と人材の確保を図ります。
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r 8 取組目標と具体的な取組

同一回一岡田園周回同同岡田岡国岡田回同一人
｜取組目標 ｜工事1：：おける若手技術者の登用率en i技術の継承を進めるためには、若手技術者（39歳以下）の活用が必要なことから、若手技術者の配置技術者への登用 i 

鴻 ［率を17.5 % CH27）から勾%にLますァ ー 一一」← ー ーーー - J 
；~取組if品開比一均一技衛力 一一一一戸五誌記号
一－ 1”“喝事島

審鹿野合評価方式対応力向上の取組曲国軍こ対する県内建設企業受注機会拡大の要望 1§1 

力主主盟主監理f盟主盟主竺~~：：：.：：：.：：：：一一一一一一一…一一」I醐園田L園田園田国岡田国国

喜~組2 技術力向上！こ向けた醐 戸主土二一一口宗宗寺！
l四国l 1-1 

つに~ .総合評価方式適用下限価格の引き下げ轡若年就業者等の定着に向けた計画的な育成・支援 紅
建 国 e技術者・技能者の技櫛力向上のための研修の支援 骨優良工事の表彰 骨建設キャリアアップシステムの活用の検討 t
殻｜当＠総合評価方式における工事成績評価方法の見宜し 主

主 j五九五福議~~…同一一一下宗主主至宝芝き司
臨i串若手技術者対象工事の発注 骨熟練技術者が若手技術者を支援する仕組みづくり !I 

＼ しー－- 司 - －・一一－：＝・・－ ：＇＇」悶 ・' ..一 一一－ --. ー 一－・ -..ーシ

（お｜取組目標｜一言語三五日両長五五i込両元王子一一一一一一一一一一一一1
地 j社会基盤施設の機能を適正！こ維持し、継続的に地域安守るためには、維持修繕工事全般を継続的に施工する体制づく i 
芳 iりが必要なことから、糊修繕工事全般で地域維持型共同企業体が占める割合判 6%仰）から53%にします。 ： 
長 ~IT!¥.
J’ I! 

三.＞.. ，.・‘.＿ .. .，.’ g ’ 

るi取組5 大規模災害発生後の復旧体申岬立 li 
J丹、 II

建日
設ド
企ド
業ヒ
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(6）指定管理者が行う公の施設の管理状況報告について

平成30年度において、県土整備部の公の施設で指定管理者に管理を行わせた

施設は以下のとおりです。

これらの庖設について、指定管理者制度に関する取扱要綱に基づき、平成 30

年度分の管理状況を報告します。

さらに、平成3.0年度をもって指定期間が終了した三重県流域下水道施設、三

重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅について、問要綱に基づき、指定期間

全体の節里の実績に関する評価結果を併せて報告します。

報告内容

’施設の名称 指定管理者の名称 指定め期間 H30年度 i全期間

司
管理状況！ 評価

県営都市公園
株式会社名阪造園

H30冶 4.1～ 

北勢中央公園 R6.・3. 31 
。

~ 
I 

県営都市公園
三重県森林組合連合会

H3'0. 4 . .1～ 。
鈴鹿青少年の森 R6. 3. 31 

県営都市公園 サンシャインパーク H30. 4. 1～ 

亀山わ河インハ。ーク R:5. 3. 31 
。

GM 

県営都市公園 H30. 4. 1～ 

大仏山公園
有限会社太陽緑地

RE 3. 31 
。

I 

県営都市公園 紀伊長島レクリ．工ーション H3P. 4. 1～ 
I 

I 

熊野灘臨海公園 都市開発株式会社 R6. 3”31、

。
I 1、、I 

I 

I 

公益財団法人三重県下三重県 H26. 4. 1～ 

流域下水道施設 水道公社 ._H31‘3. 31 
。 。

’ 
三重県営住宅 鈴鹿亀山不動産事業協 H26. 4. 1～ 

＜北勢プ日刊＞ 同組合 H31. 3咽 31
。 。

。

＝重県営住宅及び＝重
伊賀南部不動産事業協 H26. 4. 1～ 

県特定公共賃貸住宅
同組合 H31. 3. 31・

。 。
＜中勢伊賀プ日付＞

三重県営住宅及び三重
二重県南勢地区管一理事 H26: 4. 1～ 

県特定公共賃貸住宅
業共同体 H31. 3. 31 

。 。
＜南勢プ日ツク〉

I 

三重県営住宅 一重県南勢地区管理事 H26. 4. 1～ 
I 
』。’ 。’ I 

＜東紀州りやロック＞ 業共同体 H31. 3. 31 
－， 

I ’E I 
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霊童指定管理者の自己評価の基準

評価項目 1の評価：

TA」業務計画を順調に実施し、特に優れた実績をよげている。

「B」業務計画を順調に実施している。

r.CJ業務計画を十分には実施できていない。

「DJ業務計画の実施に向けて、大きな改善を要する。

評価項目2、3の評価：

「A」当初の目標を達成しt 特に優れた実績を上げている。

「B」当初の目標を達成している。

「C」当初の目標を十分には達成できていない。

「DJ当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。

国県の評価の基準

「十j指定管理者の自己評価に比べて高く評価する。

「－J指定管理者の自己評価に比べて低く評価する。

r j c空白）指定管理者の自己評価と概ね同じ評価とする。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜平成30年度分＞〈概要）

施設の名称 l県営都市公園北勢中央公園

指定管理者の｜｜
｜｜株式会社名阪造園

県営都市公園鈴鹿青少年の森

三重県森林組合連合会名称 II 

業務の内容

成果目標
及び実績

評価項目
と内容

－公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
．公園の利用者への案内に関する業務
－条例に基づ、く公園の利用時間の変更、公圏内
の行為の制限、利用の禁止文は制限
－公園施設のうち野球場、テニスコートの利用の
許可
－公園の利用の促進
．その他の業務

内容 目標 実績

年間公園利用者数 I 235,000人 240,585人

H29 H30 

II 

－公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務－
．公園の利用者への案内に関する業務
－条例に基づく公園の利用時間の変更、公園内
の行為の制限、利用の禁止文は制限
．公園の利用の促進
・その他の業務

内容 目標 実績

年間公園利用者数 280,000人 269,348人

H29 H30 

｜｜指定詰副県の評価｜指定管理者｜県の評価l指定管理者｜県の評価｜指定管理者｜県の評価
の自 の自己評価 の自己評価 の自己評価

1管理業務の II I I I II n I I II B I I B I II B I I B 
実施状況 .II I .I. .J. 11. 〕 .I. I 

2施設の利用 l B I I B I ・11 B I I B 
状況 JI I .1. J .II 〕 .I. I. 

3成果目標及｜｜ I I ・: I Ir.... A I I 
II A I I B I II A I I B 

びその実績｜｜ I I I II n 1 ’ 

県の総括的な
評価

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞ II＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
－業務仕様書｛こ基づき、植物及び公園施設の管 II・業務仕様書に基づき、植物及び公園施設の管
理を適切に行ったことから、「管理業務の実施状｜｜理を適切に行ったことから、「管理業務の実施状
況Jについては、指定管理者の自己評価と同じ評｜｜況jについては、指定管理者の自己評価と同じ評
価としたb ｜｜価とした。

－年18回のイベントを開催するなど、業務仕様書｜卜年22回の自主事業を開催、施設の利用申込み
に基づき、公園の利用促進を図ったことから、「施II状況のホームペ「ジへの掲載、イベント情報の積
設の利用状況jについては、指定管理者の自己｜｜極的な提供など、業務仕様書に基づき、公園の
評価と同じ評価とした。 ｜｜利用促進を図ったことから、「施設の利用状況j

については、指定管理者の自己評価と同じ評価
・年間公園利用者数が成果目標の102.4%とな ｜！とした。
り、目標を達成したことから、「成果目標及びその
実績」については、指定管理者の自己評価と同じ｜卜年間公園利用者数が成果自標の96.2%となっ
評価とした。 ｜｜たが、達成率が95切を超えていることがら、「成果

＜今後の課題文は指定管理者への期待＞
・51き続き成果目標を達成していくため、利用者

目標及びその実績jについては、指定管理者の
自己評価と同じ評価とした。

拡大に取り組むことを期待する。 ｜｜＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
－成果目標を達成していくため、利用者の要望の

府j用者の安全・安／fJを確保するため、より適切｜｜反映や情報発信の強化など、利用者拡大に取り
な維持管理を期待する。 II組むことを期待する。
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指定管理者が行う公の肱設の管理状況報告＜平成30年度分＞（概要）

施設の名称 II.県営都市公園 亀山サンシャインパーク 県営都市公園大仏山公園
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務

指
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一
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内容 目標 績実 内容 目標 －｜ 実績
成果目標
及び実績

年間公園利用者数 I 81見ODO人I778, 688人｜｜ 年間公園利用者少数 I 2157 000人I209, 660人

H29 I H30" II H29 I H30 

指定管理者 ｜指定管理者｜ ;II指定管理者1' ~~ . ｜指定管理者｜
の自己評価｜県の評価｜の自己評価｜県の評価｜｜の自己評価｜県の評価｜の自己評価｜県の評価

管理業務の｜｜ /I  I I II I I II _/' I I B I II B I I B 
実施状況 ｜｜／／ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ 
施設の利用｜｜ ／／｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜． ｜ 

｜｜／／‘ I I B I II B I I B 
状況 llc.:' ‘ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ 

成果目標及｜｜ 71 I I II I I II _/' I I B・ ・1 II B I I B 
びその実績｜｜／／ I I I .II I・ I 

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞ ｜｜＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
店業務仕様書に基づき、植物及び公園施設のIIa 業務仕様書に基づき、植物及び公園施設の
管理を適切に行ったことから、 f管理業務のII管理を適切に行ったことから、 「管理業務の
実施状況」については、指定管理者の自己評:n実施状況Jについては、。指定管理者の自己評
価と同じ評価とした。 ｜｜価と閉じ評価と Lた口

評価項目
と内容

’指定管理者主催のイベントに加え、ハイ ｜卜恒例となった大型イベントのほかに年5回
ウェイオアシス館と協働したイベントを開催IIのテニス教室及び「星の観察会」イ「ミニ門
するなど、業務仕様書に基づ、き、公園の利用II松教室J.の実施など、業務仕様書に基づ、き、
促進を図ったことから、 「施設の利用状況」 II公園の利用促進を図ったことから、 「施設の
については、指定管理者の自己評価と閉じ評II利用状況」！三ついては1 指定管理者の自己評
価とした。 、 II価と同じ評価とした。

県の総括的な II・年間公園利用者数が成果目標の96.1見と ｜卜年間公園利用者数が成果目標の97.6犯と
｜｜まったが、達成率がHS見を超えていることか IIなったが、達成率が95郊を超えていることか

評価 II II 
IIら、 「成果目標及びその実績」については、｜｜ら、 「成果目標及びその実績」については、
指定管理者の自己評価と同じ評価とした。 II指定管理者の自己評価と同じ評価とした。
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指定管理者が行う公の施設の管関状況報告＜平成30年度分＞（概要）

施設の名称 l陣営都市公園 熊野灘臨海公園 三重県流域下水道施設

指定管理者の
名称

紀伊長島レクリ干ーシヨン都市開発株式会社｜公益財団法人三重県下水道公社

－公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務｜｜鍵流域下水道の機械設備及び電気設備の運転
町公園の利用者への案内に関する業務 ｜｜操作に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間句変更、公園｜卜流域下水道の施設、設備及び備品の維持管
内の行為の制限、利用の禁止又は制限 ｜｜理に関する業務
－公園の利用の促進 ｜卜その他の業務
．その他の業務

業務の内容

内容 目標 実績 内容 目標 績実
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H
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数

…

…

者
…

用

…

…

Z

A

T
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閤
…

入、
4

H

H

I
勺
曲
目

間

…
年

…

…
標日

H果
績

成
実

な
び

主
及

汚泥含水率 J

【北部浄化センター】
~6見以下 74. 3見

H~9 H30 H29 H30 
評価項目
と内容 ま：~＇調県の評価｜詰聾言｜県の評価 1措聾副県の評価｜器聾富｜県の評価

管理業務の II B I I B I II B I I A 
実施状況 .IL .I .I. I 11. .l. 、 ｜ 

2施設の利用 II: B I I B I II B I ,. A 
状況 ｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ 

3成果目標及｜｜ I ., .. , :・ I II I I 
II C I I A I II A I I A 

びその実績 II. I I I II I I 
＂＜指定管 Z望者の評価に対する県の評価＞ ｜｜＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
－業務仕様書jこ基づき、植物及び公園施設の｜｜・目標放流水質を遵守しながら、施設の稼働
管理を適切に行ったことから、 「管理業務の｜｜条件や薬品の注入条件の変更等によりコスト
実施状況Jについては、指定管理者の自己評'II縮減に取り組んだことから、 T管理業務の実
価と同じ評価とした。 ｜｜施状況j については、指定管理者の自己評価

と同じ評価としたロ
「まんぼうまつりJ等多数のイベントの開

催やライダ一向けイベントの誘致など、業務｜卜施設見学者数及び出前教室受講者数の合計
仕様書に基づき、公園の利用促進を図ったこ｜｜が昨年度を1,196人上回る6,638人となるな
とから、－ 「施設の利用状況」については、指｜｜ど、下水道の普及啓発に積極的に取り組んだ
定管理者の自己評価ど同じ評価とした。 IIことから、 「施設の利用状況」については、

II指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

県の総括的な｜｜＝年間公園利用者数が成果目標のリ4.B児とさII

評価 lり、目標を大幅に上回ったことかり、 「成割1・目標放流水質を遵守じながeら、コスト縮減
H目標及びその実績」については、指定管理者｜｜！こ取り組んだことから、 「成果目標及びその
の自己評価と同じ評価とした。 • II実績Jについては、指定管理者の自己評価と

同じ評価とした0 • 

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞ ｜｜＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
,• 引き続き利用者増に向けた積極的な取組をII・ 今後も良好な放流水質を確保するととも
行うとともに、近隣観光施設及び行政ども連llfこ、－引き続きコスト縮減に取り組むことを期
携し、当公園の魅力を発信していくことを期II待する。
待する0

・施設の長寿命化とライフサイクJレコストの
・利用者の安全・安心を確保するため、より｜｜低減に向けた効果的な点検や適切な維持修繕
適切な維持管理を期待するロ .IIを期待する。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜平成30年度分＞（概要）

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
〈中勢伊賀ブロック〉

施設の名称 II三重県営住宅〈北勢ブロック〉

指定管理者の II II II鈴鹿亀山不動産事業協同組合 ｜伊賀南部不動産事業協同組合
名称 II II 

＼県営住宅及び共同施設の管理に関する業務II岡県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並びに共
（県営住宅の入居者の決定、使用料の決定等｜｜同施設の管理に関する業務（県営住宅等の入
を除く） ｜｜居者の決定、使用料の決定等を除く）

業務の内容 ｜｜県営住宅及び共同施設の施設設備等の剖｜県営住宅等及び共同施設の施設設備等の
持、保守管理、修繕等に関する業務 II維持、保守管理、修繕等に関する業務

a その他の業務 II・ その他の業務

内容 目標 績実 内容 目標 y 実績

成果目標
及び実績

建物等の点検確認
毎月2回
以上

月平均
4. 1回

建物等の点検確認
毎月2回
以よ

月平均
6‘7回

迅速かつ誠実な対応 応対な実誠つ，刃速迅

修
等
似
応

な
望
情
対

急
要
時
に

緊
繕
口
内

閉
村

鴨
川
刷

H2.9 H30 -H29 

緊急な修

1時間 ｜繕要望等
以内 ｜！こ1時間以

内に対応

Hao 
評価項巨 .. ・ ・ I II I I 

と内容 11~：：·需県の評価｜賠古書記県の評価 l積雪藷｜県の評価 j~·：聾： 1 県の評価
1管理業務のII " - I I I II ・1 I II A I I A 1・ -II A I I A 
実施状況 II " .I I. I 11. I I 
施設の利用II 円 ｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ II B ・ I I B 1・ II ・g I I B 
状況 II ~ .I I. ・ I II. I. I-
成果目標及｜｜ r ・-:---1 r ・ ｜｜ ｜ ｜ 

II A I I A I II A I ・ I A 
びその実績｜｜ I I I II I ・ I 

く指定管理者の評価に対する県の評価＞ ｜｜く指定管理者の評価に対する県の評価＞
電入居者アンケートにおいて、 84.g売が「ど｜卜入居者アンケートにおいて、 89.fi覧が「ど
ちらかと言えば住みやすいJ以上の評価をし｜｜ちらかと言えば住みやすいj以上の評価をし
たごとから、 「管理業務の実脂状況j にコいIIたことから、 「管理業務の実施状況Jについ
て指定管理者の自己評価と同じ評価とした。｜｜て指定管理者の自己評価と同じ評価とした0

．平成30年度の入居率は前年度から減少してj卜平成30年度の入居率は前年度から減少して
いるものの減少幅が1.5%であヲたため、 IIいるものの減少中高が3.1%であったため、
f施設の利用状況」について指定管理者の自II「施設の利用状況Jについて指定管理者の自

己評価と同じ評価とした。 ｜｜己評価と同じ評価とした。

「建物等の点検確認j及び「緊急対応〈迅｜卜 「建物等の点検確認J及び「緊急対応（迅

県の総括的な｜｜速かつ誠実な対応） Jの成果目標を達成する｜陣かつ誠実な対応） Jの成果目標を達成する
評価 ｜｜とともに、アンケートにおいて81..9%の入居｜佐ともに、アンケートにおいて83.2%の入居

H者が住宅修繕要望等への迅速な対応を評価しII者が住宅修繕要望等への迅速な対応を評価し
ていることから、 「成果目標及びその実績」｜｜ていることから、 f成果目標及びその実績J
について指定管理者の自己評価と同じ評価と｜｜について指定管理者の自己評価と同じ評価と
した0 ' ｜｜した。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞ ｜｜＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
－アンケー－トにおわて84.9%の入居者が「どiトアンケートにおいて89.5%の入居者が「ど
ちらかと言えば住みやすいJ以上の評価を、！｜ちらかと言えば住みやすいj以上の一割面を、
81. g児が「思っていたとおりの対応時間j以jj83.舗が「思っていたとおりの対応時間j 以
上の評価をしており、今後とも一層のサービ｜｜上の評価をしており、今後とも一層のサービ
ス向上と適切な施設置設備等の管理を期待す｜｜ス向上と適切な施設宵設備等の管理を期待す
る 。｜｜る。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜平成30年度分＞（概要）

施設の名称 ｜暗雲味？？三重県特定公共賃貸住宅｜｜三重県営住宅〈東側ブロック〉

指定管理者の II . II 
｜｜三重県南勢地区管理事業共同体 ｜｜三重県南勢地区管理事業共同体

名称 II I 
－県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並び！こ共II－県営住宅及び共同施設の管理に関する業務
問施設の管理に関する業務（県営住宅等の入IIC県営住宅の入居者の決定、使用料の決定等
居者の決定、使用料の決定等を除く） IIを除く）

業務の内容 ｜｜＼県営住宅等及び共同施設の施設・設備等のII・県営住宅及び共同施設の施設・設備等の維

成果目標
及び実績

維持、保守管理、修繕等に関する業務 ｜｜持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務 ー II・その他の業務

内容

建物等の点検確認

迅速かつ誠実な対応 i

H29 

目標

毎月2回
以上

実績

月平均
3. 7回

緊急な修

1時間 ｜繕要望等
以内 lこ1時間以

内に対応

H30 

内容

建物等の点検確認

迅速かつ誠実な対応

II H29 

目標

毎月2回
以上

実績

月平均
3. 7回

1時間 ｜｜い｜緊繕こ1急要に時望対な間応等修以
以内

H30 
評価項目

と内容 l詰聾副県の評価 I~言語富｜県の評価｜詰聾副県の評価 1~：§：需｜県の評価
管理業務の｜｜ I I - I II I I II A I I A I II A I I A 
実施状況 .II. .L .I. I .JL J : I 
施設の利用II I I I II I I II B L I B ・1 II ’ A I I A 
状況， II 1 I. ’｜ ｜｜ ｜ ｜ 
成果目標及｜｜ I ., r II ・1 I 

11- A I I A I・ II A I I. A 
びその実績II I I -I II I I 

＜指定管理者の評価！三対する県の評価＞ ｜｜＜指定管E望者の評価に対する県の評価＞
－入居者アンケー卜において、 89.5児が「ど II’入居者アンケートにおいて、 89.5%＇が「ど
ちらかと言えば住みやすいJ以上の評価をしIIちらかと言えば住みやすい」以上の評価をし
たことから、 「管理業務の実施状況Jについ｜｜たことから、 「管理業務の実施状況Jについ
て指定管理者の自己評価と同じ評価とした。｜｜て指定管理者の自己評価と閉じ評価とした0

．平成30年度の入居率は前年度から減少してi卜平成30年度の入居率は前年度に対して
いるものの減少幅が2.5.%であったため、 111. 0%の増加となったことから、 「施設の利

川「施設の利用状況Jについて指定管理者の自｜｜用状況」について指定管理者の自己評価と同
己評価と同じ評価とした。 ｜｜じ評価とした。

T建物等の点検確認J及び f緊急対応（迅II・ 「建物等の点検確認」及び「緊急対応〈迅
速かつ誠実な対応〉」の成果目標を達成才る｜｜速かつ誠実な対応） Jの成果目標を達成する

県の総括的な｜｜とともに、アンケートにおいて87.6%の入居｜｜とともに、アンケートにおいて位 6%の入居
評価 ｜｜者が住宅修繕要望等への迅速な対応を評価し｜｜者が住宅修繕要望等への迅速な対応を評価し

.IIていることがら、 「成果目標及びその実績」｜｜ていることから、 f成果目標及びその実績」
について指定管理者の自己評価と同じ評価とIIについて指定管理者の白己評価と同じ評価と
した。 IIした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞ ｜｜＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
－アンケートにおいて89.5%の入居者が「ど｜卜アンケートにおいて89.5%の入居者が「ど
ちらかと言えば住みやすいJ以上の評価を、 IIちらかと言えば住みやすいJ以上の評価を、
87.慨が「思っていたとおりの対応時間J以 1182.6見が「思っていたとおりの対応時間」以
上の評価をしており、今後とも一層のサーピII上の評価をしており、今後とも一層のサービ
ス向上と適切な施設 a 設備等の管理を期待す｜｜ス向上と適切な施設・設備等の管理を期待す
る。 ， ｜｜る口
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜全期間評価＞（概要）

施設の名称 三重県流域下水道施設 三重県営住宅く北勢フロック〉

指定管理者の，
公益財団法人三重県下水道公社 鈴鹿亀山不動産事業協同組合

名称

指定の期間 II平成26年4月1日～平成31年3月3l臼 平成26年4F.I1日～平成31年3月31日

H26 H27 H2B H2'6 H27 H28 

評価項目 ｜指定曹理県の 指定管理 県の 指定管理 県の 指定管理 県の 指定管理 県の 指定管理 県の
者評の価自己 評価 者の自己 者の自己 者の自己 者の自己 者の自己

評価 評価 評価 評価 評価 評価 評価 評価 評価 評価

管理業務の
実施状況

B B B ＋ A A A 

....・M・....・・・・....・・・・・B・・······~·・H・H・.....・H・4・・..・E・－－・・同...・E・..........句・・・・・4・・..........・H・4・・・・......・.....・I・－・盲目....・・·····~・・・・・.........・‘4・・H・

施設の利用
状況

成果目標及び｜｜ I I・・ I 
II B I I B I一 IB I + .I A I I A I I A その実穣 II I I I 

B B B B B B 

H29 H30 H29 H30 

指定管理｜県の｜指定管理｜県の
者の自己｜ l者の自己｜
評価｜評価｜ 評価｜評価

の
価

県
評

理
己

管
自
価

定
の
評

指
者の

価
県
評

理
己

管
自
栖

定
の
評

指
者

管理業務の
実施状況

B A A I I A 

......・H・...
， ， ・・........................・・・・z・・・.....・M ・向，.......

施設の利用
状況

B- A 日 B 

成果目標及び
その実績

A A A A 

‘基本協定主薬務計面書専に基うま指定 r・業務仕藤春指定官雇掃討こ基づき、着実
期間中、良好な放流水質を確保すること、い ｜に業務を実施し、成果目標である「建物等の
かなる状況下でも安定してサービスを提供す｜点検確認（毎月2回以上）J及び『迅速かつ誠
ること、継続的に管理コストの縮減を図ること、i実な対応（1時間以内）Jを全期間を通じて達
施設の延命化を図ることなどを基本方針とし ！成した。
て、施設の維持管理に努め、流入する汚水を
良好な水質に処理し、伊勢湾の水質保全及び卜施設修繕、管理においては、競争入札を取‘
改善に寄与，した。 ｜り入れる等適正な競争を導永したり、施工監

理の適正化などに取り組み、コスト削減に努
・本指定管理期間におけるコスト縮減につい ｜めた。また、指定管理期間を通して、団地環

IIて、目標額を達成したと評価できるo' ｜墳の整備にカを注ぎ、団地の住環境を向上さ
指定期間全体のII I II ｜せるとともに、修繕等については適切な対応
県の総括評価 ｜｜ ｜ II ・~水道に関tする理解を深め、正しい利用方 ｜を迅速に行った。

づ去などの啓発を図るため、浄化センターへの
施設見学者の受け入れ、観察や実験を中心ゐと＝南米国籍の入居者が比較的多いため、スペ
した下水道出前教室の実施、普及啓発施設 ｜イン語、ポルトガル語の通訳のできる者を常
の利用等により、下水道の普及啓発に取り組｜勤雇用して、入居者との意思疎通を図ったo

んだo

z入居者を対象に毎年度実施しているアン
ケート調査においても、平均86.5%から「どち
らかと言えば住みやすしリ以上の評価を得
た。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜全期間評価＞ （概要）

施設の名称

指定管理者の
名称

指定の期間

評価項目

管理業務の
実施状況

施設の利用
状況

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
く中勢伊賀ブロック＞

伊賀南部不動産事業協同組合

平成26年4月1日～平成31年3月31日

H26 

指定管理

者の自己
評価

A 

B 

県の
評価

H27 

指定管理

者の自己

評価

A 

B 

.< ， 

県の
評価

H28 

指定管理

者の自己
評価

A 

B 

県の
評価

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
く南勢ブロック〉

三重県南勢地区管理事業共同体

平成26年4月1日～平成31年3月31日

H26 H27 H28 

指定管理

者の自己

評価

A 

B 

県の
評価

指定管理

者の自己
評価

A 

B 

県の
評価

指定管理

者の自己
評価

A 

B 

県の
評価

...・H ・・U・・・・・・・・・・・H ・－十H ・M ・”…....＋・－…………｜目．．．．．．．．．．．．．．．．｜“・・・・：

成果目標及び
その実績

管理業務の
実施状況

A 

H29 

指定管理

者の自己
評価

A 

県の
評価

A 

H30 

指定管理

者の自己

評価

A 

県の
評価

A A 

H29 

指定管理

者の自己
評価

A 

県の
評価

A 

H30 

指定管理

者の自己
評価

A 

県の
評価

A 

，．．．．．．．．．・・・11＂＂＂・・・・・・....ゆ.....................

施設の利用
状況

成果目標及び
その実績

B B B B 

A A A A 

寓業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実に｜竃業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実に
業務を実施し、成果目標である「建物等の点検｜業務を実施し、成果目標である『建物等の点検
確認（毎月2回以上）」及び「迅速かつ誠実な対l確認（毎月2回以上）J及びf迅速かつ誠実な対
応（1時間以内｝Jを全期間を通じて達成した。 ｜応（1時間以内）Jを全期間を通じて達成した。々

町施設修繕、管理においては、競争入札を取り卜施設修繕、管理においては、競争入札を取り

入れる等適正な競争を導入したり、施工監理 ｜入れる等適正な競争を導入したり、施工艶理
の適正化などに取り組み、コスト削減に努め ｜の適正化などに取り組み、コスト削減に努め
た。また、指定管理期間を通して、違法駐車車｜た。また、指定管理期間を通して、駐輪場に放
両に対して、警告書の貼付や所有者への撤去｜置された子供用玩具、自転車、バイク等を整理

指定期間全体の II指導等により排除する等団地の住環境を向上｜すること等団地の住環境を向上させるととも
県の総括評価 ｜｜させるとともに、修繕等については適切な対応｜に、修繕等については適切な対応を迅速に

を迅速に行った。 ｜行ったo

－災害が発生した場合等の緊急時に備え、平 卜災害が発生した場合等の緊急時に備え、平
田町夜間・休日の緊急連絡先の周知を行った。｜日・夜間・休日の緊急連絡先の周知を行った。

..入居者、を対象に毎年度実施しているアンケート入居者を対象に毎年度実施しているアンケー
ト調査においても、平均87.8%から『どちらかと｜ト調査においても、平均87.7%から「どちらかと
言えば住みやすい」以上の評価を得た。 ｜言えば住みやすいj以上の評価を得た。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告く全期間評価＞（概要）

施設の名称 ｜｜三重県営住宅と東紀州ブロック〉

指定管理者の 三重県南勢地区管理事業共同体
名称

指定の期間 平成26年4月1日～平成31年3月31日

H26 H27 H28 

評価項目 i竪官山管国理同 評県価の1「間艶価関］｜｜ 評県価の 「控室孟届宮警］｜｜ 評県価の

｜円i ,I A I I A 管理業務の
実路状況

.......・圃....・H・.....・H・H・..・・・・~·・..............., ........・H ・..., ..‘H・H・....・H・••ii•••・H・－－．‘....................・H・...・・・....・・・・・H・粗鋼

施設の利用
状況

A ,A B 

成果目標及び
II A 

その実績
A A 

管理業務の
実施状況

H29 _ I H30 

指定管理｜県の指定管理｜県の
者の自己｜ i者の自己l
評価 ｜評価！評価｜評価

A A 

・2・............、.............圃・・・・・~·・・・・・R・・・・・・・···•······・・・・匁隊司・・・ •1'•••••• ・・・・・.........・・首・・・・・冶・・・・・・

施設の利用
状況

成果目標及び
その実績

A A 

A A 

－嘉義在議書、指定官事莫約i二基づき、着実に
業務を実施し、成果目様である「建物等の点検
確認（毎月2回以上）」及び「迅速かつ誠実な対－
応（1時間以内）」を全期聞を通じて達成した。

＝施設修繕、管理においては、競争入札を取り
入れる等適正な競争を導入したり、施工監理の
適正化なεに取り組み、コスト削減に努めたo

また、指定管理期間を還して、過去の台風によ
る災害経験を踏まえ、水没の危険性がある団
地i二おいて’土嚢袋を活用し水害に備える等団

指定期間全体の II地の住環境を向上させるとともに、修繕等につ
県の総括評櫛 ｜｜いては適切な対応を迅速に行ったo

＝災害が発生した場合等の緊急時に備え、平
日・夜間調休日の緊急連絡先の居知を行ったo

・入居者を対象に毎年度実施しているアンケー
ト調査においても、平均94.2%から「どちらかと
言えば住みやすい」以上の評価を得た。
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(7）審議会等の審議状況（令和元年6月3日～令和元年9月17日）

（県土整備部）

1審議会等の名称 一重県公共事業評価審査委員会

2 開催年月日 令和元年8月6日

3委員 委員長 安食和宏

副委員長酒井俊典

委員 小菅まみ他3名

4諮問事項ー 公共事業再評価実施事業

豆林道（経ヶ峰線〉事業

－林道（浅谷越線）事業

u 海岸侵食対策（宇治山田港海岸）事業

5調査審議結果 事業の継続が了承された。ー

6 備考

1審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会

2 開催年月日 令和元年9月 17日

3委員、 委員長 安食和宏

副委員長酒井俊典

委員 木下誠一他4名、

4諮問事項 ψ 公共事業再評価実施事業

E 道路（（主）七色峡線（瀬戸バイパス）〉事業

畑道路（国道368号伊賀名張拡幅1工区）事業

4道路（国道3:68号伊賀名張拡幅2工区）事業

5調査審議結果 事業の継続が了承された。

6 備考
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